
経営の健全化のための計画

（金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第５条）

平成１５年９月
株式会社　熊本ファミリー銀行



当行は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に従い、優先株式の引

受の申請を行いました。今般、その際提出しました計画を、金融再生委員会より平成    

１１年９月３０日付で発表された「経営健全化計画の見直しについての基本的考え方」

に基づき見直しました。 

なお、今後、計画に記載された事項について重大な変更が生じた場合や生じることが予

想される場合は、遅滞なく金融庁に報告いたします。 
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経営の健全化のための計画の前提条件 

 

［計画期間中の金利、為替、株価等の設定水準］ 

平成１４年度の国内景気は、デフレが長期化するなかで、個人消費や設備投資等国内最

終需要の低迷から、全体として厳しい状況が続き、秋以降の海外経済の回復テンポの落

込みや世界的な株価の下落に加えて、期末月にはイラク戦争も始まり、先行き不透明感

が強まりました。 

平成１５年度以降は、企業収益はリストラ効果もあって回復傾向を続け、設備投資も

徐々に回復していく可能性が高く、個人消費は概ね横這い圏内の動きを続けるとみられ

ます。このような最終需要の動きを反映し、景気は徐々に回復に転じると予測しますが、

わが国経済が過剰債務や過剰雇用といった根強い構造調整圧力を抱えていることを踏ま

えると、景気の回復テンポは緩やかなものにとどまる可能性が高いと予測します。 

このような経済環境予測に基づき、金利・為替・株価を次の通り予測します。 

 

 １５／３期 １６／３期 １７／３期 １８／３期 １９／３期 

無担Ｏ／Ｎ      （％） 0.021 0.001 0.001 0.001 0.001 

ＴＩＢＯＲ３Ｍ  （％） 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 

１０年国債      （％） 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 

為替（円／ドル）（円） 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 

日経平均株価    （円） 7,972 7,972 7,972 7,972 7,972 

 

無担Ｏ／Ｎ金利、ＴＩＢＯＲ３Ｍ金利、１０年国債金利、為替、日経平均株価は平成     

１５年３月期の期末実績を記載し、平成１６年３月期以降は原則平成１５年３月期の実

績で横這いとしました。 

 

 

 

 

 



 

 1 

１．金額・条件等 

（１）根拠 

  当行は、平成１１年１２月に「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する

法律」第４条第２項に基づいて公的資金を申請し、（株）整理回収機構の引受けに

より優先株式３００億円を発行しました。 

  

（２）発行金額、発行条件、商品性 

発行条件に関しましては、「個別金融機関において、普通株式の配当利回は、優

先株式の配当率以下とすることを原則とする。」とした金融再生委員会の考え方

を踏まえたものとしています。 

（株）整理回収機構が引受けた優先株式の概要については、以下の通りです。 

 

【優先株式の概要】 

種類 第一回第二種優先株式 
発行株式数 ４０，０００，０００株 
発行価額 １株につき７５０円 
うち資本に組み入れない額 １株につき３７５円 
発行総額 ３００億円 
優先配当金（優先配当率） ９円９８銭（１．３３％） 
優先中間配当金 ４円９９銭 
残余財産の分配額 １株につき７５０円 
当初転換価額・転換条件 ４０７円６０銭（注） 

転換請求期間中、毎年３月１日の時価で修正 
転換請求期間 平成１４年９月２日～平成２６年２月２８日 
下限転換価額 ３００円 
一斉転換日 平成２６年３月１日 
(注)平成１４年９月２日の時価（時価とは、当該日に先立つ４５取引日目に始ま

る３０取引日の福岡証券取引所における普通株式終値の平均値） 

直近時点（平成１５年３月１日以降）の修正価額は、３９９円４０銭となって

います。 

 

（３）当該自己資本の活用方針 

上記申請に基づき受入れた自己資本につきましては、地元中小企業及び個人向け

に安定的かつ円滑な資金供給を行ない、地域金融機関としての使命を果たしてま

いります。 
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２．経営の合理化のための方策 

 （１）経営の現状及び見通し 

 ①概 況 

   ａ．経営合理化の経過 

当行は、平成４年４月１日、ともに熊本県内に本店を置く熊本銀行と肥後フ

ァミリー銀行が合併し発足しました。合併初年度から３年毎の中期経営計画を

策定し、全行をあげて経営の合理化を図ってきました。 

第１次中期経営計画では、｢行内融和｣を優先課題として人事異動を行うととも

に、充実した経営資源の活用を図るため経営の効率化、営業基盤の再構築、店

舗網の整備等に取組み成果を上げました。 

また、景気が低迷する中で設備資金を中心とした事業性資金の需要は低迷し、

一方では金利低下局面で預金志向も低下する等、業量は貸出金、預金ともに低

調に推移しましたが、預貸金利鞘が十分に確保できた結果、総資金利鞘は目標

を上回り業務純益も目標を達成しました。しかし、貸出金、預金の拡大が未達

成に終わったことを重要な金融環境の変化として捉え、今後の金融自由化の中

では他行との差別化を図り地域金融機関としての独自性を発揮し、お客様に信

頼されることが必要であるとの認識に立ち、平成７年４月から「金利や商品の

優位性だけでなく、付加価値としての情報サービスの提供を主に他行との差別

化を図ること」等を基本テーマとした第２次中期経営計画をスタートしました。 

第２次中期経営計画の中では、業量の拡大はスローダウンしましたが、経営

の合理化策として、店舗統廃合による店舗数の削減、人員の削減、経費の削減

等着実な成果を上げました。 

しかし、バブル経済の崩壊や長引く景気の低迷、地価の下落に伴う担保価値

の減少等の要因により、資産内容は劣化し、住専の不良債権を政府処理案に基

づき全額処理したこと等も含め、可能な限り不良債権の前倒し処理を実施して

きた結果、平成７年度と平成８年度には２期連続の赤字決算となり、内部留保

や有価証券含み益の減少等経営体力の低下を余儀なくされました。 

そのような中、当行は「自己変革による経営体質の強化」を目指し、平成     

１０年４月から第３次中期経営計画をスタートさせました。 

第３次中期経営計画の中で、自己資本比率については最終年度に５．５％以上

を確保することとしておりましたが、大手行の破綻等金融環境が大きく変化し、
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市場が８％以上の自己資本比率を求める状況となり、当行も平成１１年度に公

的 資 金 ならびに第三者割当増資を実施し、期末の単体自己資本比率を       

８．４１％としました。また、資産内容の改善については、期間中部分直接償

却、バルクセール等オフバランス化に積極的に取組みましたが、景気の長期低

迷やリスク管理債権の基準の変更等により不良債権残高の減少は未達となり

ました。収益力の強化と不良債権の処理については、平成１４年４月にペイオ

フの解禁も控え早急な改善が必要であること等を課題と認識し、平成１３年４

月から第４次中期経営計画をスタ－トしました。 

第４次中期経営計画では、「地域で一番親しみと頼りがいのある銀行」を目

標に掲げ、収益性の向上を至上命題とし、中計最終年度の主要計数目標として

「自己資本比率１０％」を目指し、諸施策の実現に取組んでいます。 

［第４次中期経営計画の概要］ 

○目指す銀行像 

 “地域で一番親しみと頼りがいのある銀行” 

○基本方針 

１．健全な資産と高い収益力を目指す 

２．特色のある金融サービスを提供する 

３．環境変化に対応した業務管理態勢を確立する 

４．人材を育成し、活性化する 

 

ｂ．平成１５年３月期決算の概況 

（ａ）業務運営状況 

平成１５年３月期は、平成１４年３月期決算で「経営健全化計画」比２１

億円未達となった内部留保のキャッチアップの足がかりを築くことを経営目

標にしました。 

（ｂ）主要勘定 

平成１５年３月期の貸出金の平均残高は、前年同期比６４億円、計画比     

３１２億円減少し、９，９８３億円となりました。また、有価証券の平均残

高は、前年同期比１４４億円、計画比２６９億円減少し、１，４６３億円と

なりました。 

一方、預金の平均残高は、前年同期比１３４億円、計画比２７４億円減少
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し、１兆１，５２４億円となりました。 

（ｃ）利回・利鞘 

資金運用利回は、前年同期比では同率に、計画比では０．２２％下回り、     

２．８３％となりました。 

一方、資金調達原価は、前年同期比０．１４％、計画比０．２７％下回り、

１．８７％となりました。 

その結果総資金利鞘は、前年同期比０．１４％、計画比０．０５％上回り、      

０．９６％となりました。 

（ｄ）収益状況 

ア．業務純益 

業務純益は、前年同期比９億円増加しましたが、計画比では５億円下回り

１３２億円となりました。 

イ．経費 

経費は、前年同期比４億円、計画比７億円下回り１８１億円となりました。

内訳は、人件費が９９億円と前年同期比・計画比ともに１億円、物件費が

７１億円と前年同期比４億円、計画比６億円、更に税金が９億円と前年同

期比０億円、計画比１億円、それぞれ下回りました。 

ウ．不良債権処理損失額 

不良債権処理による損失額は、前年同期比で２億円、計画比で１７億円増

加し６１億円となりました。 

エ．経常利益・当期利益 

経常利益は、前年同期比では１１億円増加したものの、計画比では４９億

円下回り３５億円となりました。当期利益は、外形標準課税の導入決定に

伴う法定実効税率の変更による法人税等調整額の増加が６億円あり、前年

同期比４億円、計画比３７億円下回り１２億円となりました。 

オ．自己資本比率 

単体の自己資本比率は、前年同期比０．１２％増加したものの、計画比で

は０．５５％下回り８．７２％となりました。連結もほぼ同様の自己資本

額、リスクアセットの状況で、自己資本比率は、前年同期比０．１４％増

加したものの、計画比では０．５３％下回り８．７４％となりました。 
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カ．剰余金残高 

前期末の剰余金は、当期利益の計画比未達により５７億円となり計画を 

３７億円下回りました。 

 

（２）平成１５年３月期業務改善命令への対応 

平成１５年３月期の当期利益は１２億円となり、経営健全化計画を３７億円、      

７５．５％下回りました。その主な要因は、保有株式の価格の低下により、そ

の他有価証券の減損処理が経営健全化計画の計画値を３８億円上回ったこと、

及び当行関連会社であり清算中のノンバンクの特別清算の早期化を図るため、

同社の取引先ゴルフ場の担保不動産の評価を早期売却に向けた価格へ見直し

を行い、その引当金を積み増ししたことと、大口取引先の担保評価の見直しを

行ったこと等により、不良債権処理損失額が経営健全化計画の計画値を１７億

円上回ったこと、更に法定実効税率変更の影響により法人税等調整額が６億円

増加したこと等です。 

平成１５年３月期の当期利益が計画比大幅未達となったこと等に伴い、平成

１５年８月１日に業務改善命令を受領いたしましたことをうけ、今後、以下の

如く抜本的な収益力の改善を目指します。更にその中で、平成１６年３月期か

ら平成１７年３月期までの２年間を「リレーションシップバンキングの機能強

化に関するアクションプログラム」の主旨に基づく「集中改善期間」と設定し、

アクションプログラムに織込んだ施策を確実に実施するとともに、更なる収益

増強策を推進します。また、将来の費用増加につながる諸リスクについても積

極的に対処し、平成１９年３月期には業務粗利益３２２億円、業務純益１４５

億円、当期利益５６億円を目指すこととします。 

 

①業務粗利益向上のための方策 

ａ．資金利益 

（ａ）運用・調達計画の概要 

運用・調達計画については、以下に掲げる項目を主要施策として、運

用・調達力の強化と預貸金利鞘の拡大を図ります。平成１９年３月期の

目標として貸出金平残は１兆１８９億円、預金平残１兆１，７４９億円、

預貸金利鞘１．４８％を目指しています。 
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ア．法人取引の強化 

地元中小企業･個人事業主取引は当行の重要な経営基盤であり、今期

もその拡大を法人戦略の中心に置き、本部･営業店が一体となり、お客

様のニーズに積極的に対応していきます。 

イ．個人取引の強化 

預金は引続き年金層との深耕、拡大を中心に、貸出金は個人ローン

の拡大を中心に推進することとしています。 

（ｂ） 主な資金利益の増強策 

ア．スピードサポートローン（略称ＳＳＬ）の拡販 

平成１４年４月から自動審査システムを活用した無担保、無保証の

事業性ローンを発売しました。ＳＳＬの平成１５年３月期平残は    

１０４億円でしたが、更なる推進の強化により平成１６年３月期以降

の平残計画を１７５億円に増加し、貸出金利息収入の拡大を図ります。 

イ.カードローンを含む個人ローンの増加 

電話やＦＡＸでの仮申込みができるカードローンのファミリーポケ

ットが好評で、平成１５年３月期の増加実績が契約件数２，４８７件、

残高１０億円となりました。平成１５年４月からは休日の仮申込み受

付けを開始するとともに、引続き情報誌等への広告掲載等ＰＲに努め、

毎期１０億円の平残増加を図ります。また、その他の消費者ローンに

ついても、インターネット（ＩＢ）やモバイル（ＭＢ）及びメールオ

ーダーによる受付け・貸出実行金額が、ＩＢ・ＭＢの契約先数増加に

比例して着実に増加しており、今後、新商品の開発・販売等も行って

毎期８億円の平残増加を図ります。 

ウ.固定金利型住宅ローンの拡販 

住宅金融公庫の代替商品として公務員・外郭団体職員・東証一部上

場企業従業員等向けに開発した固定金利型ローンの平成１５年３月期

の平残は３７億円でした。当該商品は現在まで返済状況も良好であり、

クロスセルの実績も上がっていることから、更なる推進の強化により

各年度の平残を、平成１６年３月期１００億円、平成１７年３月期   

１２５億円、平成１８年３月期以降１５０億円に増加し、貸出金利息

収入の拡大を図ります。 
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エ.新アパートローンの推進 

平成１５年３月期に保証会社の保証不要のアパートローンを開発し、

同期の平残が１０億円となりました。平成１６年３月期以降は平残  

１９億円を目標に推進を図ります。 

オ.更なる貸出金利適正化の推進 

平成１５年３月期に推進した証書貸付の貸出金利適正化による平成

１６年３月期の貸出利息増収見込額は２６０百万円となります。平成

１６年３月期は金利適正化による更なる年間利息収入増加２億円を目

標に推進を図ります。 

カ.延滞解消努力による資産（利益）不計上利息の回収促進 

管理債権の回収については、そのまま収益に直結する事項であり、

今後も継続的に回収促進を図ります。 

キ.資金調達コストの見直し 

資金調達コストの低減を図るため、平成１５年４月にプレミア付き

定期預金の金利見直しを行いました。このことにより平成１９年３月

期までの収益効果が２５億円見込まれます。 

○資金利益増加策の合計（１５／３期比）                 （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

ＳＳＬの拡販 １６２ １６２ １６２ １６２ 

個人ローンの拡販 ０ ８６ １７２ ２５８ 

住宅・アパートローンの拡販 １０１ １０３ １０６ １０６ 

貸出金利適正化の推進 ４６０ ５００ ５００ ５００ 

資産不計上利息の回収 １００ １００ １００ １００ 

支払い預金利息減少 ２３１ ５８４ ７６４ ９４８ 

計 １，０５４ １，５３５ １，８０４ ２，０７４ 
 

ｂ．役務取引等利益 

（ａ）役務取引等利益拡大の概要 

不動産担保再評価手数料、投信販売手数料、保険窓販手数料、ＩＢ・

ＭＢ振込手数料収入の増強を主体に、以下の通り更なる役務取引等利益

の拡大を図ります。 

（ｂ）主な役務取引等利益の増強策 
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ア．不動産担保再評価手数料の拡大 

不動産担保再評価手数料を要注意先、破綻懸念先から徴求していま

すが、更に正常先からの手数料徴求も開始することとし、今後の手数

料収入計画値を平成１６年３月期２５百万円、平成１７年３月期以降

毎期３０百万円に拡大します。 

イ．投信販売手数料の拡大 

平成１５年３月期の実績が手数料収入３５百万円、預り資産残高が

２１億円を確保したことを踏まえ、平成１６年３月期以降の手数料収

入計画値を毎期４５百万円に拡大します。 

ウ．保険窓販手数料の拡大 

平成１５年３月期の実績が手数料収入３２百万円を確保したことを

踏まえ、今後の手数料収入計画値を平成１６年３月期６０百万円、平

成１７年３月期以降毎期１００百万円に拡大します。 

エ．ＩＢ・ＭＢ基本手数料の新設 

それまで新規取扱い推進期間として無料にしていた月額１００円の

基本手数料を平成１５年４月以降徴求することとしました。基本手数

料収入の計画値を平成１６年３月期８百万円とし、以後ＩＢ・ＭＢの

契約先数増加を図ることで、平成１７年３月期以降毎期１百万円の収

入拡大を図ります。また、振込手数料については、平成１５年３月期

に４百万円の実績を上げていますが、平成１６年３月期以降も推進を

図りつつ、同額の維持を目指します。 

○役務取引等収益増加策の合計（１５／３期比）          （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

不動産担保再評価手数料 １７ ２２ ２２ ２２ 

投信販売手数料 １０ １０ １０ １０ 

保険窓販手数料 ２８ ６８ ６８ ６８ 

ＩＢ・ＭＢ振込手数料 ８ ９ １０ １１ 

計 ６３ １０９ １１０ １１１ 
 

ｃ．その他業務利益 

（ａ）その他業務利益拡大の概要 

平成１５年３月期のその他業務利益は、保有株式等の価格の下落に伴
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う国債等債券償却１２億円を主因として▲５億円でした。平成１７年３

月期にも国債等債券償却９億円が見込まれ、それを織込んだ平成１６年

３月期以降のその他業務利益を以下の通り見込んでいます。 

○その他業務利益増減額（１５／３期比）                 （単位：百万円） 

要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

国債等債券関係損益 ８０１ ▲３５８ ６１８ ６１８ 

その他 ▲２５ ▲２５ ▲２５ ▲２５ 

計 ７７６ ▲３８３ ５９３ ５９３ 
 

ｄ．業務粗利益 

上記の資金利益、役務取引等利益の増強策とその他業務利益の見通しを織

込んだ業務粗利益の増加額は以下の通りとなります。 

○業務粗利益の増加額（１５／３期比）                   （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

資金利益 ８３５ １，２０２ １，３８２ １，５６６ 

役務取引等利益 １６６ ４３ ▲１０ ▲１０ 

その他業務利益 ７７６ ▲３８３ ５９３ ５９３ 

計 １，７７７ ８６２ １，９６５ ２，１４９ 
 

②営業経費削減のための方策 

当行は、新銀行として発足以来、合併効果の追求策として、また一層の経

営効率化策として、更には「経営健全化計画」履行の中で収益体質の強化の

ため店舗、人員の効率化を中心とした人件費、物件費の削減を重点施策に掲

げ推進してきました。 

今般の業務改善命令に基づき、更なる収益体質の強化を図るため以下の如

く効率化、リストラを推進します。 

ａ．人件費の削減策 

人件費の削減策として、人員の削減と給与規定の改定を実施しています。

平成１５年３月期の人件費は平成１４年３月期比７６百万円減少し９９億

円、計画比０億円の減少となりました。また、平成１５年３月期の平均給

与月額は計画を４千円下回り３３４千円となりました。 

今般の業務改善命令に基づき、更なる収益力の強化を図るために以下の人

件費削減策を推進し、平成１９年３月期の人件費を平成１５年３月期比  
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５億円削減し９４億円とする予定です。 

また、厚生年金基金の代行返上により、退職給付費用の増加リスクの抑制

を図ります。 

（ａ）人員の削減とパート社員の積極活用 

ア．現行計画の平成１９年３月末正行員数１，１７０名から更なる人員の

削減を図り、平成１９年３月末正行員数を１，１３０名と平成１５年

３月末比２０１名（現計画比＋４０名）削減し、更なる人件費の削減

を図ります。 

イ．人員削減策として平成１５年３月期に早期退職募集を実施しました。

上記人員計画の達成のため、平成１６年３月期と平成１７年３月期に

も早期退職募集を２年間継続して行い、人員の削減と人件費の抑制を

図ります。 

ウ．パート社員の積極活用により、平成１５年３月末のパート比率（期末

月パート人員÷期末月従業員）の実績１７．９％を、平成１９年３月

末には３２％程度にまで引上げを行い人件費の削減を図ります。 

（ｂ）給与・賞与の見直し 

当行では、平成８年度から全行員のベースアップの停止、平成８年夏

期支払分から管理職の、平成１０年夏期支払分からは全行員の賞与の削

減を実施しています。また、平成１２年度から管理職の定昇を停止し、

平成１４年度には職務給・職能給を中心とした新給与体系へ改訂を行

いました。更に、平成１５年３月期の当期利益計画値３割以上未達に伴

う行員責任を明確にするため、平成１５年７月から上級管理職の職能資

格給を３％減俸しました。 

今般の経営健全化計画の見直しにおいて、現下の厳しい経営環境を踏

まえて、当期利益が一定の水準を回復するまでの間、賞与の削減率を更

に５％拡大することとしました。これによる通算の賞与削減率は、ピー

ク時の約５５％となります。 

（ｃ）役員数と役員報酬の削減 

役員数は、当初の経営健全化計画策定時（平成１１年１２月）の１８

名（内監査役４名）から現在は６名削減し１２名（内監査役４名）とな

っています。 
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役員報酬については平成８年以降減額しており、平成１５年３月期の

当期利益計画値３割以上未達に伴う経営責任を明確にするため、平成 

１５年４月から役員報酬の削減率を更に５％拡大しました。なお、役員

賞与については平成８年４月以降全額返上しており、今後も当面全額返

上を継続します。 

今般の経営健全化計画の見直しにおいて、現下の厳しい経営環境を踏

まえて、当期利益が一定の水準を回復するまでの間、役員報酬の削減率

を更に５％拡大することとしました。これによる通算の役員報酬削減率

は、最大３５％となります。 

○人件費削減策の合計（１５／３期比）                   （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

人員削減・パート化効果 ２７１ ３８６ ４５４ ４９４ 

役員報酬削減 １５ １５ １３ １３ 

行員賞与削減 ９６ ５６ ０ ０ 

厚生年金基金代行返上 ０ １８０ １８０ １８０ 

早期退職割増金の減少 １４４ １４４ ２４４ ２４４ 

計 ５２６ ７８１ ８９１ ９３１ 
 

ｂ．物件費の削減策 

物件費については、店舗の削減・業務運営の効率化、福利厚生の見直し、

その他通常経費を見直し削減しています。平成１５年３月期の物件費はシ

ステム開発の一部未了等により平成１４年３月期比３億円減少し７１億円

となり計画を５億円下回りました。 

今後、新紙幣対応費用の発生や業務のアウトソーシングの拡大に伴う事務

委託費の増加等の増加要因がありますが、今般の業務改善命令を受けて、

更なる収益力の強化を図るために以下の物件費削減策を推進し、平成１９

年３月期の物件費を平成１５年３月期比１億円削減し７０億円とする予定

です。 

（ａ）店舗の統廃合と運営の効率化 

当行は、これまで県外の低採算店舗、熊本県内・県外の近隣重複店舗

を対象に統廃合、店舗の営業の譲渡による効率化を進めてきました。今

後とも計画に基づき効率化を進める中で、更に店舗の統廃合・営業の譲
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渡等を検討するほか、定期的に各店舗の業況等を分析し、業績の伸張が

望めないと判断される店舗については、再度、人員削減等の効率化を図

り、業績の伸張が期待される部署への人員の再配置、店舗の再配置を積

極的に進めていきます。 

平成１５年３月末の店舗数は、期中に４ヵ店を統合廃止しました結果 

７９ヵ店となっています。今般の業務改善命令に基づき、更なる業務の

効率化を図るため、店舗削減数を現行計画より更に２ヵ店増加すること

とします。これによる平成１９年３月末の店舗数は、平成１５年３月末

比５ヵ店減少し７４ヵ店となります。 

また、店質別の店舗運営、支店長兼務制につきましても所管部で状況

を管理・分析し必要な箇所については都度変更し一層の効率化を図っ

ています。更に、引続き熊本県内の店舗網の空白地への出店、店舗外   

ＣＤ・ＡＴＭの設置等お客様の利便性の向上のための投資も計画して

いきます。 

（ｂ）福利厚生の見直し 

福利厚生については、今後とも環境を勘案し見直していきます。 

（ｃ）社宅、寮、ゴルフ会員権等について 

平成１５年３月期に営業活動のための必要度が低い資産である廃止店

舗（土地・建物）２件、社宅（土地、建物）２件を処分しました。 

今後とも可能な限り処分を進めていきます。 

（ｄ）その他通常経費の削減について 

物件費については、毎期マイナス予算を編成し、削減に努めています

が、これからも個別の経費をきめ細かに見直し、削減を図っていきます。 

（ｅ）機械化投資について 

ＩＴの進展に伴う投資については、将来の収益確保、効率経営のため

に必要な投資であると位置付けています。具体的には、ＡＬＭ･収益管

理システムの開発導入、債務者の格付けシステムの開発導入等経営に必

要な投資については適宜実施しています。また、その他の機械化投資に

ついては、必要とする機械化に対応しながら、極力後年度負担の抑制を

図りつつ、店舗網の補完として、利用増加が見込まれる箇所への店舗外

ＣＤ・ＡＴＭの設置、営業店・本部の事務効率化機器の導入等その都度
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投資効果を検討しつつ実行しています。 

○物件費の削減額（１５／３期比）                       （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

機械化関連費用 ５５ ６３ ６８ ７１ 

除く機械化関連費用 ３０ ３２ ３４ ３４ 

計 ８５ ９５ １０２ １０５ 
 

ｃ．税金 

平成１７年３月期の外形標準課税導入に伴う約２億円の増加を織込み、税

金全体では以下の通り見込んでいます。 

○税金の増減額（１５／３期比）                         （単位：百万円） 
 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

税金の増加 ▲４ １３４ １３４ １３４ 
 

ｄ．営業経費 

上記の人件費、物件費の削減額と税金の増減額を織込んだ営業経費の削減

額は以下の通り見込んでいます。 

○営業経費の削減額（１５／３期比）                       （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

人件費の削減 ３０１ ３６９ ４６２ ５０２ 

物件費の削減 ８５ ９５ １０２ １０５ 

税金の削減（増加＝▲） ４ ▲１３４ ▲１３４ ▲１３４ 

計 ３９０ ３３１ ４３１ ４７４ 
  

 ③その他の収益影響要因・収益計画・自己資本比率等 

 ａ．将来の費用増加につながる諸リスクについての積極的な対処 

 平成１６年３月期から平成１７年３月期までの２年間を「リレーションシ

ップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」の主旨に基づ

く「集中改善期間」と設定し、将来の費用増加につながる諸リスクについ

て積極的に対処することとします。それに伴う費用増加やその他の収益減

少要因は以下の通りとなります。 

（ａ）不良債権処理費用 

集中改善期間に、債務者区分と担保評価の更なる厳格化を図ります。

また、事業再生が可能と見込まれる取引先について、会社分割や営業譲
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渡等の手法により採算部門と不採算部門の分離を行うことで、採算部門

の事業再生と不採算部門の最終処理に向けた取組みの強化を図り、その

取組みのために見込まれる不良債権処理損失額を保守的に計上してい

ます。 

以上のような事業再生への取組みと積極的な不良債権処理を集中改善

期間に行うことにより、当行の収益基盤の再構築と将来の不良債権処理

費用増加の抑制を図ります。 

（ｂ）株式等償却費用 

集中改善期間において、減損処理基準には該当しないものでも、個別

銘柄毎に保有方針を検討した上で売却すべきと判断されるものは売却

を行い、将来の株価下落リスクの回避を図ります。 

（ｃ）厚生年金基金の代行返上による退職給付費用増加リスクの圧縮 

今後２年間の退職給付費用は、平成１６年３月期には前期末の年金資

産の運用不足と割引率引下げによる数理差異の発生により前年比３億

円増加し、平成１７年３月期には割引率・期待運用収益率の見直しによ

り前年比２億円増加して、合計５億円増加する見通しです。この見通し

を踏まえて、平成１６年３月期に厚生年金基金の代行返上を実施するこ

とで退職給付費用３億円の削減を図り、今後も発生すると見込まれる退

職給付費用増加リスクの圧縮を図ります。 

尚、厚生年金基金の代行返上に伴い平成１６年３月期に１億円の特別

損失が発生します。 

（ｄ）不動産処分損 

営業活動のために必要度が低い不動産は積極的に処分を行っており、

それによる処分損が発生していますが、将来の地価下落リスクの回避を

図るため、今後も同様のスタンスで処分を行っていきます。 

（ｅ）その他の費用増加等 

その他以下の費用増加や収益抑制要因を見込んでいます。 

・共同保証組織の保証料増加に伴う役務取引等費用の増加 

・ 新紙幣対応費用の発生によるシステム共同化拡大による機械化関連

費用削減効果の相殺 
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○その他費用の見通し（１５／３期比）                   （単位：百万円） 
要因 １６/３期 １７/３期 １８/３期 １９/３期 

不良債権処理費用 4,244 2,344 1,344 ▲2,156 

株式等償却費用 ▲1,871 ▲1,914 ▲2,477 ▲2,592 

退職給付費用 184 154 154 154 

厚生年金代行返上費用 140 － － － 

不動産処分損 247 433 281 159 

役務取引等費用 431 495 548 548 

計 3,375 1,512 ▲150 ▲3,887 
 

ｂ．今後の収益見通しと現行計画との対比 

上記の収益増加要因と費用増加要因を織込んだ今後の収益見通しと、現行

計画及び平成１５年３月期実績との対比は以下の通りとなります。 

○当初２年間の収益計画                                            (単位：億円） 

１５／３期 １６／３期計画 １７／３期計画 

  現行

計画 
実績 

計画

対比 

現行

計画 

新 

計画 

計画

対比 

15/3 

対比 

現行

計画 

新 

計画 

計画

対比 

15/3

対比 

 資金利益 309 293 ▲16 313 301 ▲12 8 315 305 ▲10 12 

役務取引等利益 16 13 ▲3 17 15 ▲2 2 16 14 ▲2 1 

その他業務利益 0 ▲5 ▲5 0 2 2 7 0 ▲9 ▲9 ▲4  

内国債等償却 - 12 12 - - - ▲12 - 9 9 ▲3 

業務粗利益 326 301 ▲25 330 318 ▲12 17 331 309 ▲22 8 

人件費 100 99 ▲1 97 96 ▲1 ▲3 95 96 1 ▲3 
 

物件費 77 71 ▲6 68 70 2 ▲1 67 70 3 ▲1 

業務純益 137 132 ▲5 155 132 ▲23 0 162 129 ▲33 ▲3 

不良債権処理損失 44 61 17 24 104 80 43 24 85 61 24 

株式等償却 - 25 25 - 7 7 ▲18 - 6 6 ▲19 

経常利益 84 35 ▲49 119 12 ▲107 ▲23 124 29 ▲95 ▲6 

当期利益 49 12 ▲37 68 3 ▲65 ▲9 70 14 ▲56 2 
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○３年目以降の収益計画                                            (単位：億円） 

  １８／３期 １９／３期 ２５／３期 

  新     

計画 

15/3  

対比 

新    

計画 

15/3  

対比 

新    

計画 

15/3  

対比 

 資金利益 306 13 308 15 308 15 

 役務取引等利益 13 0 13 0 13 0 

 その他業務利益 0 5 0 5 0 5 

 内国債等償却 - ▲12 - ▲12 - ▲12 

業務粗利益 320 19 322 21 322 21 

 人件費 95 ▲4 94 ▲5 94 ▲5 

 物件費 70 ▲1 70 ▲1 70 ▲1 

業務純益 141 9 145 13 145 13 

不良債権処理損失 75 14 40 ▲21 40 ▲21 

株式等償却 1 ▲24 - ▲25 - ▲25 

経常利益 56 21 97 62 97 62 

当期利益 31 19 56 44 

 

56 44 

 

ｃ．自己資本比率の見通し 

平成１９年３月末の目標自己資本比率は（単体）９．５３％としています。

今後前述の如く収益の拡大を図り自己資本を充実し、自己資本比率の維

持・向上に努めます。 

 

（３）業務再構築のための方策 

①今後の経営戦略 

ａ．経営戦略 

当行は、第４次中期経営計画の基本戦略として、 

（ａ）健全な資産と高い収益力のための戦略 

コア業務粗利益の増強、法人・個人取引の強化、営業経費の削減、役務収益

の増加、資産内容の改善 

（ｂ）特色ある金融サービスの提供のための戦略 

顧客ニーズに応じた商品・サービスの提供、各種相談会・商談会・勉強会の

開催、熊本ファミリーニュービジネスクラブ（ＫＦ-ＮＢＣ）の活用 
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（ｃ）環境変化に対応した業務管理態勢の確立のための戦略 

法令遵守態勢の強化、各種リスク管理態勢の強化、トータル収益管理の実現 

（ｄ）人材の育成及び活性化のための戦略 

成果主義の徹底、能力開発と自己啓発の促進、活力ある職場づくりを掲げ、

それぞれに具体策を策定し推進しています。 

ｂ．営業地域と業務の範囲 

当行は、新銀行発足以来合併効果の追求と経営体質の強化のため営業地域を

主たる営業地盤である熊本県内に絞り込み、計画的に店舗の統廃合を推進し、

平成１５年３月末の店舗数は７９支店、２出張所となりました。今後も、熊本

県内を中心とする主要営業地域内への経営資源の傾斜的投入のため、店舗の統

廃合・他行への営業譲渡による店舗の削減を進めるとともに、店舗網の空白地

区への新規出店、店舗外ＣＤ・ＡＴＭの稼動時間・提携先の拡大、メールオー

ダーの拡大、インターネットバンキング・モバイルバンキング機能拡大への対

応等お客様との接点の拡充、金融機能サービスの充実を図っていきます。 

  また、地元中小企業・個人を主たる対象としたリテール業務に特化し、取引

の拡大を図るため店舗運営についても、融資強化型店舗（法人取引強化店）、

個人特化型店舗（個人取引強化店）、預貸併進型店舗（独立店）、特別店舗の

各店質設定を見直すとともに、その役割をより明確にした運営を推進します。

更に、全営業店に配置したファイナンシャルプランナー（個人２級）の有資格

者を活用し、情報サービス、相談業務サービス等、お客様へ当行独自のサービ

スの提供を拡大することにより、年金、ローン等の個人家計取引、中小企業・

個人事業主貸出等の一般事業性取引等生産性の高い経営基盤の拡大と充実を

目指します。 

ｃ．営業戦略と店舗戦略の再構築 

（ａ）基本方針 

・預金では個人、特に年金層の拡大を中心とした増強を推進します。 

・貸出金では個人ローン、一般事業性融資の拡大による増強を推進します。 

・ペイオフ対策を徹底し、取引基盤の安定的拡大を推進します。 

（ｂ）基本戦略 

営業店を①個人特化型店舗（個人取引強化店）②融資強化型店舗（法人

取引強化店）③預貸併進型店舗（独立店）④特別店舗に区分し、それぞれ
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の店質別営業戦略を徹底しています。特に、当行の特質である戸別訪問活

動を重視し、Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅの狭域高密度営業を推進することで、

顧客ニーズへのきめ細かな対応を行い、リレーションシップの強化を図っ

ています。更に、支店部に設置した「ペイオフ対応顧客管理部門」「新規

融資開拓部門」「個人取引部門」との連携による重層的な営業店の支援・

指導を推進します。 

（ｃ）個人戦略 

個人取引の基本方針としては、預金は引続き年金層との深耕、拡大を中

心に、貸出金は個人ローンの拡大を中心に推進することとしています。ま

た、「個人特化型店舗を中心にした活動の強化」「個人業務部、営業情報

部、支店部の個人取引部門による営業店支援の拡大」により、「資金ニー

ズを捉えた個人ローンの拡大」「年金層を中心にした個人預金の拡大」「Ｉ

Ｂ・ＭＢ等デリバリーチャネルを活用した若年層取引の拡大」を推進しま

す。 

（ｄ）法人戦略 

法人取引の基本方針として、リレーションシップバンキングの機能強化

に関するアクションプログラムの主旨に則った活動を目指すとともに、

「地域経済の健全な発展と活性化に貢献するスピーディな融資取組み」を

掲げ、「融資強化型店舗を中心にした活動の強化」「支店部の新規融資開

拓部門、営業情報部による営業店支援の拡大」により、「取引先の資金ニ

ーズに対する適切な対応」「熊本ファミリーニュービジネスクラブ等を通

じての情報提供や事業支援活動」「その他企業が必要とする経営相談・支

援活動」を積極的に推進します。 

（ｅ）営業店別機能強化 

      ・個人特化型店舗（個人取引強化店） 

支店部個人取引部門と連携し個人取引を推進しています。個人預金、

年金、個人ローンを重点に取扱い、Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅによる狭域

高密度営業を推進しています｡ 

      ・融資強化型店舗（法人取引強化店） 

支店部新規融資開拓部門と連携しエリア内法人取引、融資営業を推進

しています。法人預金、事業性融資、新規融資開拓を重点に推進してい
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ます。 

      ・預貸併進型店舗（独立店） 

支店部新規融資開拓部門・個人取引部門と連携し地域内での預貸金取

引のシェアアップを推進しています。独立店舗としての機能を発揮し、

法人・個人預金、事業性融資、新規融資開拓、年金、個人ローンを重点

に推進しています。 

      ・特別店舗 

本店営業部・福岡支店・東京支店・県庁支店は特別店舗とし、それぞ

れの特性を発揮した営業推進を行っています。 

（ｆ）地区別・店質別店舗体制の再構築 

・地区別・店質別営業推進体制の構築 

      〈熊本市内〉 

店舗を融資強化型店舗（法人取引強化店）と個人特化型店舗（個人取引

強化店）の２分類としています。また、営業店の実態に合わせ、店質の

設定も一部見直しました。 

      〈熊本市内を除く熊本県内・県外〉 

    店質は全て預貸併進型店舗（独立店）としています。 

熊本市内を除く県内（郡･市･町）・県外については、全て独立店（預貸

併進型店舗）としています。 

              〈特別店舗〉 

            本店営業部、福岡支店、東京支店、県庁支店は特別店舗としています。 

本店営業部は融資強化型店舗に、福岡支店と東京支店は預貸併進型店舗

に、県庁支店は個人特化型店舗に準じることとしています。 

（ｇ）支店部の営業店への支援・指導体制の強化 

支店部内にそれぞれの役割を明確にした支援・指導部門を設置し、各部

門が連携し営業店を支援・指導することとしています。各部門の役割は以

下の通りです。 

              〈ペイオフ対応顧客管理部門〉 

・店質に特化した営業戦略の確立支援 

・ペイオフ対策の推進の支援・指導 

・支店長兼務制の推進 
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              〈新規融資開拓部門〉 

・新規貸出開拓の推進と支援 

              〈個人取引部門〉 

・推進策・推進体制の強化と臨店指導と支援 

・営業店サポート（個人業務部との連携） 

（ｈ）ペイオフ対策の徹底 

ペイオフ対策については、ペイオフの実施が平成１７年４月まで延期さ

れたとはいえ、当行では継続して「ペイオフ対策委員会」を下部組織に「ペ

イオフ部会」、「名寄せ・システム対応部会」を配置して運営し、名寄せ

作業や預金保険法改正に伴うシステムの対応を進めています。今後とも同

様の態勢で「ペイオフへの対応」を取組んでいきますが、特に支店部のペ

イオフ対応顧客管理部門を中心として個店別の支援・指導を行い、既存先

の顧客管理を徹底するとともに他行取引先の情報収集・開拓を推進して

いきます。 
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営業店支援・指導体制 

 

 

 

営      業      店 

                                                （重層的な支援・指導）  

 

 

特別店舗     個人特化型店舗     融資強化型店舗   預貸併進型店舗 

 

 

 

 

 

支      店      部 

 （予算の必達）  

 

ペイオフ対応顧客管理部門 

 

新規融資開拓部門 

 

個 人 取 引 部門 

 

 

 

営業店サポート体制 

 

 

個人業務部 

 

営業情報部 

                                                      （情報の提供） 

営業統括部 
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ｄ．経営資源の傾斜配分 

当行は、年金受給者預金、個人ローン、中小企業向け貸出金の増強を図り、

より安全で生産性の高い経営基盤、態勢の確立を目指しています。そのために

は、熊本県外に比べ競争の優位性がある熊本県内に経営資源を集中し、取引基

盤を拡充することが効率的方策と判断し、鋭意店舗の統廃合、低採算店舗の運

営の効率化等を進めながら、一方で、当行が主要取引基盤とするシルバー層、

富裕層取引きを中心とした個人取引、地区内の中小企業、個人事業主取引きを

拡大するための組織・体制の整備、確立ならびに熊本市内及び近郊の発展地域、

店舗網の空白地域への新規出店等の施策を検討・推進しています。 

  また、集中化、共同化、アウトソーシング等の効率化もローコスト経営の推

進策としてばかりではなく、そこから捻出される人、時間、スペース等をより

生産性が期待される業務に再配分するための有効施策として推進しています。

更に、効率化を推進するための機械化投資、デリバリーチャネル多様化への対

応のためのＩＴ投資等を積極的に実施し、営業店業務の省力化、効率化のほか

取引拡大のための新しい技術の開発も進めています。 

（ａ）共同化の推進 

当行は、事業組合システムバンキング九州共同センター（略称ＳＢＫ）

を運営母体として、昭和５２年から九州地区第二地銀７行でオンライン業

務の共同開発・運営を行っています。平成１３年８月に共同業務の拡大に

ついて最終合意に至り、平成１５年１月にマシンリプレースを終え、平成

１５年４月からは情報系のサービスを開始しました。現在平成１６年１月

の勘定系サービスの拡大、その他共通事務の集中化の開始を目指し、安全

性への配慮に一層注力して開発を進めています。 

また、ＳＢＫの枠組みを越えた共同化、提携についても地元地銀と鋭意

お互いにメリットのある事項をテーマに協議しています。更に、地元金融

機関とは店舗外ＣＤ・ＡＴＭの共同設置を進めるとともに、逐次、その機

能の拡大を図っています。 

（ｂ）集中化、アウトソーシング 

当行は、為替業務、住宅金融公庫・個人ローン業務等の営業店後方事務、

実行処理、担保調査業務等について、順次本部集中化を拡大し、営業店業

務の省力化、効率化を進めてきました。 
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また、アウトソーシングについても、行内システムの開発・運営を当行

関連会社ならびにＳＢＫに委託し効率経営の推進・拡大に努めています。

その他、営業店業務の省力化・効率化については、無人化出納システム等

事務効率化機器の導入と合わせて、今後とも積極的に業務の本部集中化を

拡大していきます。 

これらの施策により、営業店人員の削減も実施しますが、効率化された時

間をお客様の役に立つサービスの提供に活用し、営業店の生産性の向上を

図りたいと考えています。また、本部組織もそれらに対応できるような態

勢に改正していきます。 

これらは、店舗・人員の削減と経営資源の集中化による生産性の向上によ

る収益の極大化を推進するための業務運営体制の再構築策であり、施策効

果を追求しつつ計画的に拡大していきます。 

ｅ．リテール業務 

（ａ）個人取引 

預金については、安定的に集まる預金吸収体制の確立について諸施策を

推進しています。基本方針としては、 

             ア.年金受給者への取組みについて 

年金振込先の確保、「平成１５年３月末実績７７，８２８件に対し平成   

１９年３月末目標９１，０００件」を目指します。そのための具体策とし

て、 

・年金見込先情報の提供とその活用 

・年金相談会の開催 

・年金デスクの活用 

・ふれあい定期“感謝”“余裕”の推進、を掲げています。 

年金取引については、支店部の個人取引部門、個人業務部の個人マーケテ

ィング課、ダイレクトマーケティングセンターを本部支援組織とし、営業

店では個人特化型店舗、預貸併進型店舗が主となり推進しています。個人

マーケティング課、ダイレクトマーケティングセンターは、従来の営業店

への年金情報の提供、年金デスク・年金相談会での年金に関する相談業務

への対応のほか資産運用相談業務も加えてお客様ならびに営業店へのあ

らゆる支援が可能なように体制を整えています。                                                                            
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更に、年金受給者層への商品・機能サービスとしては、年金取引先・見込

先を対象に、各地区で年金相談会を開催するとともに、年金振込指定先に

は、全国組織の無料電話健康・介護相談サービス「健康・介護チャンネル」、

お客様の記念年毎（古希、喜寿等７つの記念日）にお祝いをお届けする「年

金積立口座“感謝”」、金利を優遇したプレミアム定期「ふれあい定期“感

謝”」・５５才～６５才までの年金受給前のお客様にも同じくプレミアム

定期「ふれあい定期“余裕（ゆとり）”」を提供し、当行の特色、独自性

としてお客様の支持を受け、年金取引推進の有効施策になっています。 

  (単位：億円) 

 14 年3 月末 

(A) 

15 年3 月末 

(B)  

増 減 

(B) －(A) 

ふれあい定期 

“感謝”残高 
 768 983 215 

ふれあい定期 

“余裕”残高 
30 22 △8 

年金(積立)総合口座 

“感謝”残高 
37 39 2 

据置型定期預金残高 2,185 2,621 436 

総個人預金 7,889 8,456 567 

内個人定期性預金 5,900 6,485 585 

 

     【商品説明】 

商品名 商品概要 

ふれあい定期“感謝” 年金受給者へのﾌﾟﾚﾐｱ金利付定期預金 

ふれあい定期“余裕” 公的年金振込予定者へのﾌﾟﾚﾐｱ金利付定期預金 

年金(積立)総合口座 

“感謝” 

年金受給者への記念誕生日にお祝い記念品を贈呈す

る積立総合口座 

 

イ.インターネットバンキング・モバイルバンキングによる若年層への取 

   組みについて 

インターネットバンキング・モバイルバンキングのサービスは平成  

１３年２月にサービスを開始し若年層を中心に取引が広がっています。 

           平成１９年３月末の目標会員数を１５，０００人としています。 

           具体策としては 
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・「幸せ設計キャンペーン」の継続実施 

・新規給振先及び既給振先企業社員へのアプローチ 

を掲げています。 

             ウ.相談業務の取組みについて 

ファイナンシャルプランナー(個人２級取得者)を全営業店に配置し、ど

の営業店の窓口でも、いつでもご気軽に、資産形成等のご相談に応じる

ことができる体制としています。 

一方、個人ローンについては、収益性の高い健全資産として位置付け積極

的に推進しています。具体的には、 

エ.消費者ローン、カードローンへの取組みについて 

平成１９年３月末の残高目標としてカードローン１２７億円、消費者

ローン２８５億円を目指します。具体策としては、 

・メールオーダー、インターネットバンキング・モバイルバンキング 

等を活用した販売チャネルの拡大 

・顧客ニーズに対応した商品の見直しと開発 

・信販会社等とタイアップした新商品の販売 

を掲げています。 

オ.住宅ローンへの取組みについて 

 平成１９年３月末の残高目標として１，７２５億円を目指します。具

体策としては、 

・ローンプラザのＰＲと平日不在先の誘致 

・賃貸物件等、推進対象物件の拡大 

・業者よりの情報収集と提携ローンの拡大 

・休日相談会の開催による顧客掘り起し 

 を掲げています。 

個人ローンについては、支店部の個人取引部門、個人業務部の個人融

資課を本部支援組織とし、営業店では個人特化型店舗、預貸併進型店

舗が主となり推進します。 

住宅ローン、カードローン、教育ローン、年金ローンその他各使用目

的別消費者ローン等お客様の多様化するニーズに応じた商品の品                                    

揃えとともに、豊かな暮らしのお役に立つためにライフステージに応
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じた新種ローンの開発、営業店の推進指導・管理・サポートを行って

います。また、営業店業務の省力化・効率化を図るため、消費者ロー

ンの実行、債権書類保管・管理、代位弁済業務等の本部集中を推進し

ています。 

（ｂ）法人取引 

地元中小企業・個人事業主取引は、最も重要な収益基盤であり、支店

部の新規融資開拓部門、営業情報部を本部支援組識として、営業店では

融資強化型店舗、預貸併進型店舗が主となり推進することとしています。 

基本的な方針として、 

ア.新規取引先への取組みについて 

・未取引企業先への積極的な開拓 

・コスモス情報・新規開拓情報の活用とフォローの徹底 

・個人特化型店舗からの企業開拓情報の活用 

イ.既往取引先への取組みについて 

・営業情報提供による資金ニーズの創造 

・経営コンサルティングによる信用リスクの軽減 

・公開支援やＭ＆Ａ情報の提供 

を掲げ、シェアアップを図ります。 

当行は、地域金融機関として地元企業の育成・発展のため、お客様の資金

ニーズには、資金使途に応じた地公体・商工会議所等の各制度融資、のほ

か諸公庫の代理貸付も併用し、積極的に対応しています。 

また、営業情報部が主管するベンチャーリンク社と提携したお客様への

情報支援サービス組織「熊本ファミリーニュービジネスクラブ（略称：Ｋ

Ｆ－ＮＢＣ）」による事業・商品・技術に関する情報収集・提供等非資金

的な本業支援施策も新規開拓・深耕の推進策として取組んでいます。特に、

毎年１回ＫＦ－ＮＢＣの会員企業の出展による大商談会「インフォネッ

ト・フェスティバル」を熊本県、熊本市のほか前回から九州経済産業局の

後援も得て開催し、地元大学や幅広い業種の企業のご参加と来場者があり

大好評を博しています。 

その他期間１年で若手経営者、後継者の異業種交流を目的とした「社外経

営会議」の開催、幅広い企業経営のお役に立つ情報の提供を目的とした「経
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営セミナー」の開催、「お取引先新入社員研修会」の開催のほか、地元の

熊本大学産学官連携研究推進機構との産学連携を仲介する「テクノサポー

トプログラム」を活用・紹介し、お客様の本業支援、営業店への企業情報

支援を行っています。 

平成１５年３月末の中小企業・個人向け融資は平成１４年３月末比    

１３６億円減少し（部分直接償却９６億円実施後）９，７２３ 億円 (融

資比率９５．１７％)となりましたが、その他、中小企業金融公庫１３３

億円、国民生活金融公庫５５億円、農林漁業金融公庫２１億円等各公庫の

代理貸付の残高は当業態ではトップレベルであり、地域企業の発展に寄与

しています。 

（ｃ）デリバリーチャネル多様化への対応 

ＩＴの普及とともにお客様との接点を確保する手段や取引の形態も多

様化しています。当行ではダイレクトバンキングの担当部署として個人業

務部内にダイレクトマーケティングセンターを設置し、従来のシステム、

商品の開発担当部とともに取組みを進めています。 

平成１３年２月から、従来のテレマーケティング、メールオーダー、ファ

ームバンキングに加え、インターネットバンキング・モバイルバンキング

のサービスを開始しましたが、その後もそれぞれのサービスの機能を拡大

するとともに法人ＷＥＢ等更に新しいチャネル、技術も検討しています。 

デリバリーチャネル多様化への対応は、店舗、人員の効率化経営を目指す

当行にとっては、積極的に対応すべき課題であり主管部では多様な手法の

研究を進めています。 

（ｄ）新種商品について 

当行では、投資信託、生命保険、損害保険等、従来の預貸金商品とは異

なる手数料収入の獲得を目的とした商品を取扱っています。これらの商品

が、今後個人顧客の資産形成商品となり、それらを取扱うことが収益の確

保のみならず取引の維持、囲い込みの有力な商品になると位置付け、個人

業務部内に専担の部署を設け、推進を強化しています。 
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ｆ．企業風土の革新 

当行は、第４次中期経営計画において「人材を育成し、活性化する」こと

を基本施策の一つに掲げ、以下の如く具体策を示しています。 

（ａ）能力開発と自己啓発の促進 

キャリアチャレンジ制度の拡大運用を図っています。また、コンプライア

ンスの研修を諸会議・研修等に織込み徹底を図るとともに、内務役席研修、

営業役席融資研修、融資役席研修、生保窓販研修、審査トレーニー、融資

スクール等を実施しています。また、今後リレーションシップバンキング

の機能強化計画に織込んだ、中小企業金融再生に向けた人材の育成のため

の研修にも積極的に取組んでいきます。 

（ｂ）成果主義の徹底 

職務給・職能給を中心とした新給与体系へ改訂するとともに、目標管理制

度の導入、支店長公募を実施し、その中から支店長６名を配属しています。

支店長公募は今後も継続して実施します。 

（ｃ）活力ある職場づくり 

活力ある職場作りを目指し、マナーアップ運動を継続して実施しました。 

今後も、これらを中心施策として「活力ある行員の育成」を目指すととも

に、コンプライアンスの徹底を図るなどして企業風土の革新を目指します。 

②リストラの推移及び計画 

ａ．基本的な考え方 

当行は、新銀行として発足以来、合併効果の追求策として、また一層の経営

効率化策として、更には「経営健全化計画」履行の中で収益体質の強化のため

店舗、人員の効率化を中心とした人件費、物件費の削減を重点施策に掲げ推進

してきました。 

今般の業務改善命令に基づき、更なる収益体質の強化を図るため以下の如く

効率化、リストラを推進します。 

ｂ．人件費 

今般の業務改善命令に基づき、更なる収益力の強化を図るために人員の削減

とパート社員の積極活用、給与・賞与の見直し、役員数と役員報酬の削減等の

人件費削減策を推進し、平成１９年３月期の人件費を平成１５年３月期比５億

円削減し９４億円とする予定です。 
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また、厚生年金基金の代行返上により、退職給付費用の増加リスクの抑制を

図ります。 

ｃ．物件費 

今般の業務改善命令を受けて、更なる収益力の強化を図るために店舗の統廃

合と運営の効率化、福利厚生の見直し、社宅・寮・ゴルフ会員権等営業活動の

ための必要性が低い資産の処分、その他通常経費の削減等物件費削減策を推進

し、平成１９年３月期の物件費を平成１５年３月期比１億円削減し７０億円と

する予定です。なお、将来の収益確保・効率経営のために必要なＩＴ等機械化

投資については、投資効果を検討しつつ実行していきます。 

③子会社・関連会社の収益等の動向 

ａ．子会社等設立の目的と管理の状況 

（ａ）設立の目的 

熊本ファミリー銀行グループとしての総合力を高めるとともに、銀行業務

の付随的・補完的業務を分離し、業務の専門性を高め、効率化と事務処理

の堅確化を図るため子会社等を設立しています。 

（ｂ）管理の状況 

子会社等の管理については、統括部署として総合企画部内に関連事業課を

配置し、経営、人事、経理等に関する重要事項に関して本部の各業務担当

部署と連携・協議・調整しながら実施しています。 

ｂ．子会社・関連会社の収益等の動向 

（ａ）熊本ファミリー不動産(株)、熊本ファミリービジネス(株)、(株)ケイ・エ

フ・シー 

上記３社は当行１００％出資会社として、当行の不動産管理、事務、シス

テム開発・運営を受託している会社です。個々の会社は当期利益は確保し

ながら、それぞれが更なる利益を追求することよりも、全体として当行の

コスト削減に寄与することを目的としており、今後も同様の基本方針で運

営していきます。 

（ｂ）熊本ファミリー総合管理(株) 

当社も当行１００％出資会社ですが、当社も利益を追求するというより、

当行の競売を円滑に進めることを目的に設立した会社であり、競落物件の

早期処分により、当行の追加負担を抑制することに努めたいと考えていま
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す。 

（ｃ）(株)熊本カード、ファミリーカード(株) 

カード会社２社は当行の本体業務を補完し、外部収益を稼ぐことを目的と

しておりますが、両社で３ブランドを取扱ってのカード獲得の推進がうま

く進んでいないこと、及び両社ともローン保証業務による負担を被ってい

ることから、今後一社化に向かって準備を進め、収益の拡大を図ることと

します。 

（ｄ）(株)熊本総合ファイナンス 

平成１３年５月に特別清算が決定し、現在清算業務を進めています。 

 

○子会社等の現状と今後の方針 

会社名 現在の状況 今後の方針 

熊本ファミリー   

     不動産(株) 

当行の営業用不動産の取得、賃

貸及び保守管理業務を行ってい

ます。当行１００％出資の会社

です。 

今後も現在の業務を継続してい

きます。 

熊本ファミリー 

   ビジネス(株) 

業務の受託、及び人材派遣業務

を行っています。今後も当行の

アウトソーシング業務、経費の

効率化の展開に必要な会社で

す。 

当行１００％出資の会社です。 

今後も現在の業務を継続してい

きます。 

( 株 ) ケ イ ・ エ

フ・シー 

主に当行のコンピュータソフト

の開発、システムの運用受託業

務を行っています。 

当行１００％出資の会社です。 

システム共同センターの共同業

務拡大に伴い、現在の業務を見直

し、効率化、合理化を検討してい

きます。 

熊本ファミリー 

   総合管理(株) 

不動産競売物件の落札、保有管

理、売却業務を行っています。 

当行１００％出資の会社です。 

今後も現在の業務を継続してい

きます。 

(株)熊本カード 平成元年６月ＶＩＳＡ、ＵＣの

ブランドを扱うクレジットカー

ド会社として設立された会社で

す。平成３年から当行の個人ロ

ーン保証業務も行っています。 

今後、カード会社２社の業務運営

の効率化を目指すとともに、銀行

の顧客基盤拡大強化策の一端と

して業務を継続して行く予定で

す。 
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会社名 現在の状況 今後の方針 

ファミリーカー

ド(株) 

平成２年６月、ＤＣのブランド

を扱うクレジットカード会社と

して設立された会社です。平成

４年から当行の個人ローンの保

証業務も行っています。 

今後、カード会社２社の業務運営

の効率化を目指すとともに、銀行

の顧客基盤拡大強化策の一端と

して業務を継続していく予定で

す。 

(株)熊本総合 

   ファイナンス 

総合金融サービス業務を目的と

して設立された会社です。平成

１３年５月に特別清算開始が決

定し、現在清算業務を進めてい

ます。 

今後順次清算の手続きを進めて

いきます。 

 

④管理会計の確立とその活用の方策 

ａ．収益管理 

当行の収益管理体制は、毎期初に策定する「大綱予算」を基に収益、運用、

調達、利回、基盤についての「実行予算」を月別に策定し予算統制を行い、部

門別に、銀行全体と営業店部門に分け、更に、国内、国際及び資金証券の部門

別も管理しています。 

営業店の収益管理については、日次では、預貸金量、預貸金利回、本支店勘

定レートを基に資金利益の実績管理を行い、月次では「収益管理表」「店別予

算実績管理表」を基に、調達・運用の増減、科目別の量・利回の動向、役務収

支・月間収益額の増減等を分析し、月別の目標利益予算の達成を目指す態勢を

とっています。銀行全体の収益管理については、｢月次決算表｣にて収益、量、

利回の予算差異の分析を行い対応策を検討するとともに、環境の変化や特別な

問題の発生に対しては、必要な修正等を行っています。 

営業統括本部では営業部門の収益について、全店及び店別の「収益管理表」

「店別予算実績管理表」により、部門別収支の動き、月間収支実績及び計画と

の差異、年増実績等を分析し、他行の動向等も検討の上、予算未達が大きい店

舗についてのヒアリングや個別店実地指導を行い、毎月の収益増加につながる

よう施策に反映させています。 

また、融資部門の収益管理については、格付別の「貸出金利適用基準表」を

制定し、信用リスクに見合った金利を設定するとともに、顧客別採算管理表に
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よる個社別の採算管理も重視した融資運営を行っております。 

しかし、更に細分化した部門別の収益管理が必要であるとの認識のもと、各

店別・エリア別、部門別、商品別、マーケット別等、数種類の切り口での収益

管理ができるよう、ベンダーパッケージ「ＡＬＭ・収益管理システム」の開発

導入を進めています。更に、経費配布については、現時点では配布基準をどの

ようにするか検討中です。 

また、信用コストについては、信用リスクの計量化のより精緻化を図るべく

ベンダーパッケージ「ローンポートフォリオシステム」を導入し、データの蓄

積を図っており、更に、信用格付けの精緻化を図るとともに格付け作業の効率

化を図るために同じくベンダーパッケージ「信用格付けシステム」の開発を行

っています。 
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収益管理の概況 

 
  財務会計 

 

  

     全  体  収  益      国内部門       資金利益は運用・調達利回り差 

                         国際部門       実績経費 

      資金証券部門                     （「月次決算表」） 

                                                

   
  管理会計 

 

 

      本部部門別収益 

 

 

      営業部門          各営業店別収益    資金利益は運用・調達利回り差 

                                          営業店経費は実績 

                                          本部経費は理論配賦 

                                  （「収益管理表」「店別予算実績管理表」） 

 

      資金証券部門 

 

      国際部門 

 

      総合企画部門 

 

 

      取引先別収益                        資金利益は運用・調達利回り差 

                                          経費は理論配賦 

 

      マーケット別収益           ※ 

                                                 内が現在定期的に管理し 

   商品別収益                                 ている部門 
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 ｂ．ＡＬＭ 

 ＡＬＭ部門においては、金融環境の変化に伴い発生する諸リスクを回避しな

がら資金調達コストの削減及び収益の極大化を図るため、資産・負債について

総合的に分析を行い、その結果を検討し、今後の方策を策定するために毎月  

ＡＬＭ委員会を開催しています。 

   委員会では、現状次のような分析・検討を行っています。 

 （ａ）当面の金利見通し 

 外部機関の予想などを基にして、短期・長期の当面の金利見通しを策定

し、金利変動に伴なう資金収支予想を行う基礎データとしています。 

 （ｂ）資金計画表 

 ＡＬＭ委員会の下部組織である資金会議において検討した翌月、翌々月

の資金計画を基に、流動性（資金繰り）リスクの把握を行い、必要に応じ

て適正な調達・運用策を検討しています。 

 （ｃ）資金収支表 

 金利見通しを基に、基準日以降の円預金・貸出金の当期末までの資金収

支予想を行い、対予算比を把握しています。また、金利の上昇の仮定に基

づく、簡便なシミュレーションを行い金利変動リスクを把握しています。 

 （ｄ）「マチュリティラダー」によるギャップの状況を分析しています。 

 （ｅ）金利リスクの管理として、資産・負債の金利更改期毎のミスマッチを把

握するとともに、金利感応シミュレーションを行い分析しています。 

 （ｆ）債券の価格変動リスクとして、金利が０.１％変動した場合の利息収支の

増減を算出し、分析しています。 

 （ｇ）株式の価格変動リスクとして、日経平均株価が１千円下落した場合の上

場株式の損失額を分析しています。 

 上記の資料を基に、現状分析と見通しを常務会へ報告、資金繰り、決算見通し、

リスクへの対応等を諮っています。 

今後の課題として、新しい対応システムを活用した、金利リスクシミュレーシ

ョン等の分析スキルの向上とともに、金融商品の時価会計が導入される中、当

行の債券ポートフォリオと有価証券運用への影響等の分析、今後の運用につい

ても検討を拡大していきます。 
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３．責任ある経営体制確立のための方策 

 （１）金融機関の社会性・公共性を踏まえた経営理念 

①経営理念 

当行は、新銀行発足と同時に、地域の皆様から信頼され、親しまれる金融機関を

目標像として、以下の経営理念を定め、その実現に向けて努力しています。 

経   営   理   念 

 「地域発展に貢献する最高の金融・情報サービスを提供する銀行」 

 「心のふれあいを大切にし、お客様とともに歩む銀行」 

 「人間性豊かな働きがいのある銀行」 

        

当行では、この経営理念を各職場に掲示するとともに、全行員に配布している中

期経営計画のハンドブックの冒頭にも記載する等、その周知を図っています。 

経営理念を基に、各中期経営計画、各年度経営計画を策定しています。 

②コンプライアンス体制の整備・確立の状況 

地域社会の評価や信頼を高めるためには、社会法規を遵守する倫理的行動の実践

が必要であると認識し、第４次中期経営計画の中に重点施策として織込んだ「環

境変化に対応した業務管理態勢の確立」に取組み、コンプライアンスの徹底を図

っています。また、リスク管理を統括する部署として業務管理部を配置しその中

にコンプライアンスを担当する専門部署として法務グループを設置しています。

法務グループではコンプライアンス委員会を主管するとともに、「コンプライア

ンス・マニュアル」、階層別「コンプライアンスガイド」、「コンプライアンス

運用規則」、「リーガル・チェック実施規則」、「コンプライアンスプログラム」

等を策定し全役職員に周知しています。今後も関係規則・マニュアル等適宜改訂

するとともに研修、各部店勉強会等実施し全行員へのコンプライアンス意識の定

着を図ります。 

（２）経営の意思決定プロセスと相互牽制体制 

経営の意思決定、業務執行に関しては、独断専行や情実にとらわれることがな

いように各取締役、監査役がそれぞれ監視して相互牽制を行っています。 

①経営の意思決定プロセス 

当行は、取締役会規則、常務会規則のほか職制規則、業務分掌規則、職務権限規
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則等の行内規則を整備し、適正な職務の分担と権限の委譲を行い、円滑な意思決

定と業務の執行が行われるように態勢を整えています。 

（ａ）取締役会 

取締役会は、取締役及び全監査役が出席し、当行の重要な業務執行に関す

る事項を協議、決定し、その執行を監視することとしています。 

各取締役は、それぞれが信義則に則り厳格に業務を執行し、その責任と義務

を履行しています。取締役会は毎月１回定例的に開催するほか、必要に応じ

て臨時に開催する等経営上の重要事項がタイムリーに討議、決定出来るよう

な態勢としています。 

（ｂ）常務会 

常務会は、役付取締役全員及び常勤監査役が出席し、取締役会に付議すべ

き事項等を協議するほか取締役会の決定事項以外で別途定める経営上の重要

事項の決議を行うこととしています。常務会は、定例で毎月１回開催してい

るほか、必要に応じて随時開催し、重要事項の意思決定がスムーズに行われ

るように運営しています。 

（ｃ）拡大常務会 

拡大常務会は、全取締役、全執行役員、常勤監査役が出席し月１回開催し

ています。拡大常務会においては、全役員が共通の認識に立ち、それぞれの

業務を執行する上で必要な情報を交換・周知するために開催しています。 

②相互牽制体制 

（ａ）取締役 

取締役による部門担当制を実施し審査部門と資産管理部門、営業部門と審

査部門が担当を兼務しないようにしています。 

（ｂ）監査役 

常勤監査役２名と非常勤の社外監査役２名により監査役会を構成していま

す。監査役は法令に従いそれぞれが独立してその権限を有し、取締役の業務

執行を監視しています。更に、営業店・子会社等の往査を実施し、適正な業

務監査を行っています。また、監査役による監査機能が充分発揮されるよう

に監査役補佐を配置しています。 

（ｃ）外部監査機能の強化 

監査法人トーマツと新日本監査法人に監査業務を委託しており、両監査法
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人からの情報提供と質の高い監査により、外部監査機能の強化を図っています。 

③経営健全化計画の推進・管理体制と責任体制 

経営健全化計画の経営課題をテーマ毎に統括する「収益拡大営業推進部会」・「業

務再構築部会」・「リストラ部会」・「資産内容改善部会」の４部会を設置し、

各部会の任務を主管する部署の担当役員を部会責任者として経営健全化計画の推

進・管理を行っています。更に、統括役員を責任者とする「全体計画統括部会」

を毎月開催し、上記４部会と経営健全化計画全体の統括管理を行い、その進捗状

況を定例の取締役会に報告する態勢としています。 

また、平成１１年１２月に当行役職員に監査法人２社及びコンサルティング会社

の外部有識者を交えた「経営健全化計画フォローアップ委員会」を設置し、３ヵ

月毎の委員会開催により経営健全化計画をフォローアップし、経営層に対して計

画達成と業務改革のための提言を行う体制としています。今後も引続き、上記の

推進・管理・責任体制により、経営健全化計画の達成を図ります。 

○経営健全化計画のフォローアップ体制 

    【収益拡大営業推進部会】 

    任務：預貸・役務取引等利益の拡大 

    責任者：営業統括本部担当役員 

     

  【全体計画統括部会】  【業務再構築部会】 

  任務：計画全体の統括管理 任務：業務効率化の推進 

  責任者：統括役員 
 

責任者：総合企画部担当役員 

取締役会   

 
 

【リストラ部会】 

 
 【経営健全化計画フォロ

ーアップ委員会】  任務：人件費・物件費の削減 

   責任者：総務部・事務部担当役員 

   

  

目的：役職員・外部有識者に

よる計画達成・業務改革に向

けた経営層への提言 【資産内容改善部会】 

  委員長：総合企画部担当役員 任務：貸出金・有価証券の内容改善 

   

 

 

責任者：審査管理本部担当役員 
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（３）自主的・積極的なディスクロージャー 

当行は、金融機関の高い公共性と社会的責任に鑑み、経営の現状と将来性ならび

に地域貢献に関する情報について、タイムリーなディスクロージャーの拡充によ

る透明性のある経営情報の開示は、経営の自己規律を促すとともに、株主、お客

様、投資家の支持を得るための基本的姿勢と認識しています。当行では、記者会

見、取材、ディスクロージャー誌の発行等機会があるごとに経営の声が伝わるよ

うに心掛けています。また、正確かつタイムリーな情報提供は、当行のレピュテ

ーショナルリスクの未然防止、経営の信頼性向上に寄与し、ひいては株主・お客

様・投資家にとっても有益なものと考えています。 

①開示内容 

ａ．銀行法第２１条並びに銀行法施行規則第１９条の２に従い、開示項目を設定

しています。 

ｂ．銀行法施行規則第１９条の３の３において定められています開示債権につい

ては、平成１０年度から、実質支配力基準での連結対象範囲に広げた子会社を

含めて開示しています。 

ｃ．金融機関の再生のための緊急措置に関する法律第７条に基づく資産査定の公

表は、平成１１年度中間期より実施しています。 

ｄ．リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムに

基づく「地域貢献に関する情報開示等」に対応し、平成１５年３月期のディス

クロージャー誌から当行の地域貢献に関する情報開示を拡大しました。 

②開示方法 

ａ．ディスクロージャー誌の充実 

ディスクロージャー誌には、リスク管理、コンプライアンスのほか今日的話

題も取入れ、当行の経営情報をよりわかりやすく伝えることを心掛けています。 

ディスクロージャー誌は年１回作成し、株主、お客様、投資家の皆様がいつで

もご自由にご覧いただけるように全営業店の窓口に備え置いています。 

また、ディスクロージャー誌は専門的な記載も多いことから、別途項目を絞り

平易な内容としたミニディスクロージャー誌を作成し、幅広く株主、お客様、

投資家の皆様に配付しています。 

ｂ．アニュアルレポートの作成 

海外のコルレス提携先、投資家等への情報開示資料として英文のディスクロ
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ージャー誌であるアニュアルレポートを作成しています。 

ｃ．インターネットによる情報開示 

情報化時代に対応するため、インターネットにホームページを開設し、経営

情報、営業案内をわかりやすい形でタイムリーに開示しています。 

 

４．配当等により利益の流出が行われないための方策等 

 （１）基本的考え方 

より一層の収益力の強化と合理化・効率化策の推進を図り内部留保の積上げに

努力します。 

（２）配当、役員報酬・賞与についての考え方 

当行は、平成１３年３月期の利益処分以降普通株式の年間配当金を従来の５円か

ら１円減配し４円としていましたが、平成１５年３月期より普通株式配当金を更

に１円減配し１株当り３円の配当としました。ただし、優先株式の配当金につい

ては、所定の金額(第一回第一種優先株式は１株当たり年間１４円、第一回第二種

優先株式は１株当たり年間９円９８銭)としています。今後の普通株式の配当につ

きましては、早期に内部留保の充実による経営体質の強化を図るため、平成１６

年３月期の配当を無配とし、以後については各期の業績により検討していきます。 

役員報酬につきましては、平成１５年３月期の当期利益計画値３割以上未達に伴

う経営責任を明確にするため、平成１５年４月から役員報酬の削減率を５％拡大

しました。更に、今般の経営健全化計画の見直しにおいて、現下の厳しい経営環

境を踏まえて、当期利益が一定の水準を回復するまでの間、役員報酬の削減率を

更に５％拡大することとしました。なお、役員賞与につきましては、当面全額返

上を継続することとします。 

 

５．資金の貸付その他信用供与の円滑化のための方策 

（１）基本的な取組姿勢 

当行は、地元熊本県における融資シェアが２０％以上あり、地域に密着した金

融機関として、地元の中小企業・個人事業主ならびに個人のお客様の資金ニーズ

に積極的にお応えし、地域経済の発展に努めていくことを使命と考えています。 

そのために、経営資源を熊本県内に傾斜配分するとともに、適宜店質別運営と本

部支援・指導・推進体制の見直し、新商品の開発等を実施しています。 
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（２）具体的な方策 

法人向けの貸出金の増強については、融資強化型店舗、預貸併進型店舗と支店

部の「新規融資開拓部門」、営業情報部が主管し、地元の中小企業・個人事業主

の新規開拓、既存取引先のシェアの拡大を図っています。また、取引先の実態把

握により力を入れ、必要なリスクを認識しそれを貸出金利に反映した貸出の有り

方を研究し、推進しています。個人向け貸出金の増強については、個人特化型店

舗、預貸併進型店舗と支店部の「個人取引部門」、個人業務部が主管し、個人ロ

ーン、特に住宅ローンの拡大を推進しています。また、カードローン、教育ロー

ン、パソコンローン、その他使用目的別消費者ローン等お客様のさまざまなニー

ズに応じた商品の品揃えとともに、豊かな暮らしのお役に立つためにライフステ

ージに応じた新種ローンの開発等を行っていきます。 

 

（３）組織・体制の見直し 

法人向け貸出金の推進体制としては、融資強化型店舗、預貸併進型店舗と支店

部の「新規融資開拓部門」、営業情報部が主管しています。「新規融資開拓部門」

は他の関係部と連携し、営業店の新規取引先の開拓、既応取引先の深耕を支援・

指導しています。本部の事務サポート体制としては、「不動産担保評価センター」

による営業店の不動産担保調査・評価業務の集中化を行っています。 

個人向け貸出金の推進態勢としては、個人特化型店舗、預貸併進型店舗と支店部

の「個人取引部門」、個人業務部が主管しています。「個人取引部門」は他の関

係部と連携し、営業店の個人ローンの開拓、既応取引先の深耕を支援・指導して

います。本部のサポート態勢としては、休日の相談業務にも対応している「ロー

ンプラザ」の機能強化、情報の提供、個人ローンの実行・後方事務処理の本部集

中化を実施しています。 

また、予算配付、業績評価についても店質の反映を拡大しています。今後も、戦

略に応じて組織・態勢を見直していきます。 

 

（４）地域経済の発展を支援する商品の提供 

法人向け貸出金については、従来基本的には案件毎に、県市町村の制度融資、

各公庫の代理貸付等を組合わせて対応しており、特定の融資を「商品」という形

で推進していませんでしたが、平成１４年度から自動審査システムを活用した無
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担保、無保証の事業性ローンを発売しました。この事業性ローンは、当初、ＳＢ

Ｌ、ＳＳＬ２４、ＳＳＬ７２の３商品でスタートしましたが、取引先のニーズに

応える中で商品に改良を加え、平成１４年１０月から県の信用保証協会の保証を

つけたＳＳＬＫの発売を開始したこともあって、残高は好調に推移しています。 

個人向け貸出金については、お客様のさまざまなニーズに応じた商品の品揃えと

豊かな暮らしのお役に立つためにライフステージにあった商品の開発、提供を行

っています。特に、申込手続きを簡素化するとともに即日融資が可能な消費者ロ

ーン「すぱっと１００」「すぱっと７０」「おまとめローン」が好調に推移して

います。 

 

（５）融資に対する取組姿勢 

「地元の中小企業・個人事業主ならびに個人のお客様の資金ニーズに積極的に

お応えし、地域経済の発展に努める。」という基本姿勢の基に、公共性、流動性、

安全性、収益性等融資の基本原則、コンプライアンス等を遵守し取組んでいます。

特に安全性と収益性については注力し、担当部門の人員の強化、システムの投入

等実施し、リスク管理能力の向上によるリスクテイクした融資の取組みを強化し

ています。 

 

６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償

還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 

（１）消却、払戻し、償還又は返済についての考え方 

①公的資金以外の資本調達分に対する考え方 

 （優先株式） 

  基本的には、普通株式への転換により、市場での流動化を図っていきます。 

 ②公的資金に対する考え方 

 今後、経営の効率化を一段と推し進め収益力の向上と財務内容の健全化を図り、

剰余金の積上げを図っていきます。 
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（２）剰余金の推移 

 ＜内部留保の実績と見通し＞               （億円） 

 14 年度 

実績 

15 年度 

計画 

16 年度 

計画 

17 年度 

計画 

18 年度 

計画 

19 年度

計画 

剰余金残高 ５７ ５９ ６７ ８４ １３０ １７４ 

      

 20 年度 

計画 

21 年度 

計画 

22 年度 

計画 

23 年度 

計画 

24 年度 

計画 

剰余金残高 ２１７ ２６１ ３０５ ３５０ ３９７ 
 

７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）各種リスク管理の状況 

 別紙「（図表１２）リスク管理の状況」の通りです。 

 ①リスク管理の基本方針 

ａ．目的 

  当行のリスク管理は行内の各業務において発生する各種リスクを的確に認

識し、それを適切に管理・運営することで現在及び将来想定されるリスクを極

力抑制することを目的としています。 

ｂ．基本姿勢 

  業務運営上不可避なリスクについては、可能な限り削減に努力し、収益追求

のための積極的なリスクテイクは、適切なリスクコントロールを行うことによ

り許容範囲内に止めることとします。ただし、特定されたリスクが管理不能で

あった場合は、関連する業務からの撤退や規模の縮小を行うこととします。 

ｃ．リスク管理態勢 

  リスク管理態勢は、日常的なリスク管理を行う担当部署、特定されたリスク

を取りまとめる主管部署、それに担当部と主管部の運用状況のチェックを行い

リスク情報を集約する統括部署、更にはそれらの運営状況を全体として監査す

る部署により構成しています。 

 

（２）資産運用に係る決裁権限の状況 

①貸出案件の決裁権限 

当行の個別の融資案件につきましては、「融資決裁権限規則」に定められている
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それぞれの決裁権限に基づき厳正に審査しています。 

本部決裁権限につきましては、当該案件の審査担当部が審査を行い、一定の額を

超える案件等は常務会に諮る態勢とし、特定の企業・特定の関連グループに過度

の融資が集中することを規制しています。 

 営業店長につきましては、顧客ニーズに迅速に対応するために店舗階級を定め 

｢決裁権限限度額｣の範囲内で、融資取引決裁の権限を付与しています。 

②行内企業格付制度の管理状況 

ａ．基本的な考え方 

（ａ）企業格付の目的を、融資先の信用リスク判定のための基準としています。 

（ｂ）信用リスクのトータル管理を行うために、格付結果が個別の融資案件審

査の方針も規定するものとしています。  

（ｃ）適正な収益確保の観点から債務者別の金利設定の指標としています。 

ｂ．内容 

融資取引を行うにあたっては、融資先の経営内容について財務内容、事業

基盤、返済能力､保全の状況等を一定の基準で評価して審査しています。 

行内企業格付制度は、このような考え方に基づき融資先の財務評価と非財務

評価による信用格付と債権保全・収益面等の取引状況を考慮した取引格付

を総合的に判定した取引方針に基づき企業格付を行っています。 

現行の格付対象先は、法人・個人の事業性資金貸出先とし、預金担保のみの

貸出先、ローンのみの貸出先は対象外としています。 

＜企業格付の区分＞ 

格   付 債 務 者 区 分 
 ランク １～６  正常先 
 ランク ７～９  要注意先 
 ランク １０  破綻懸念先 
 ランク １１   実質破綻先 
  ランク １２  破綻先 
 

尚、信用格付けの精度向上を目指して、統計的スコアリングモデルを活用し

た「信用格付けシステム」を構築中です。 
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（３）資産内容 

①金融再生法開示債権の状況 

早期健全化法第３条第２項の措置後の財務内容、及び引当方針等は図表１３の

通りです。 

各開示債権の定義は、以下の通りです 

ａ．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産、会社更生、再生手続き等の事由により経営破綻に陥っている債務者

に対する債権及びこれらに準ずる債権をいい、資産自己査定で破綻先及び実

質破綻先に区分する債務者に対する債権に相当します。 

ｂ．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪

化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の

高い債権に相当します。 

ｃ．要管理債権 

３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権で、破産更生債権及びこれらに

準ずる債権、危険債権に該当するもの以外の債権に相当します。 

ｄ．正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記３区分

に該当しない債権に相当します。 

  早期健全化法第３条第２項に基づく平成１５年３月期実績及び償却引当

につきましては次の通りです。 

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」は、３１４億円となりました。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」は債権額から担保の処分可能額、

保証による回収見込額を控除した残額を「直接償却」または、「個別貸倒引

当金」として処理します。 

「危険債権額」は、６７１億円となりました。「危険債権額」は債権額か

ら担保の処分可能見込額、保証による回収可能額を差し引いた残額（Ⅲ分類

額）に対して過去の貸倒実績率に将来の予想を踏まえた上で計算された予想

損失率を乗じた必要額を個別貸倒引当金として処理します。 

「要管理債権」は、２５３億円となりました。要管理先債権に対する一般

貸倒引当金の計上は、過去の貸倒実績率に将来の予想を踏まえた必要な修正
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を行った上で計算された予想損失率によって行います。 

 「正常債権」は、９，２９１億円となりました。正常債権に対する引当に

ついては、自己査定の要注意先債権と正常債権に区分して、それぞれ過去の

貸倒実績率に将来の予想を踏まえた必要な修正を行った上で計算された予

想損失率によって行います。 

②リスク管理債権の状況 

銀行法２１条に基づくリスク管理債権の平成１２年度、平成１３年度ならび

に平成１４年度の実績は次の通りです。 

  ＜リスク管理債権の状況＞                  （単位：億円、％） 

区  分 
平成１２年度末 

実績 
平成１３年度末 

実績 
平成１４年度末 

実績 

破 綻 先 債 権   １５６   ２０３   １４０ 

延 滞 債 権 １，１８４   ８７３ ８１５ 

３ヶ月以上延滞債権    １１     ９      ８ 

貸出条件緩和債権   ２２０   ２６５   ２４５ 

合    計 １，５７２ １，３５１ １，２０８ 

個別貸倒引当金(引当率)   ２２４（14.2）   １８２（13.5）   １４５（12.0） 

担 保・保 証 １，０７４   ９２７ ８４５ 

一般貸倒引当金    ５５    ６０    ４８ 

保   全   計(カバー率) １，３５４（86.2） １，１６９（86.5） １，０３８（86.0） 

 

ａ．平成１５年３月期におけるリスク管理債権の状況 

 平成１５年３月期におけるリスク管理債権残高は平成１４年３月期比、破

綻先債権が６３億円減少し１４０億円、延滞債権は５８億円減少し８１５億

円となりました。また、３ヶ月以上延滞債権は１億円減少し８億円、貸出条

件緩和債権は２０億円減少し２４５億円となり、合計では１４３億円減少し

１，２０８億円となりました。 

ｂ．引当率 

平成１５年３月期の個別貸倒引当金の引当率は１２．０％と平成１３年

３月期比２．２％の減少となっています。また、リスク管理債権の保全カバ

ー率においても０．２％減少し８６．０％となりましたが、引当の水準とし
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ては一定の水準を確保していると考えています。 

 

（４）償却・引当方針 

①公的資金による株式等の引受等を踏まえた自主的・積極的な償却・引当方針 

資産の償却・引当については、商法、企業会計原則、公認会計士協会実務指針

及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律及び金融検査マニュアル等

の定めるところに従い、資産自己査定による分類結果に基づいて「資産自己査

定に基づく償却並びに引当に関する規則」に則り実施しています。 

ａ．態勢について 

自己査定基準に基づく資産自己査定は、第一次査定を営業店、第二次査定

を審査管理本部が行い、一連の手続きを当行規則に規定する通りに実施して

いるか検証するため業務管理部が監査を行い、更に、監査法人と監査役の監

査を受け牽制機能が働く態勢としています。 

ｂ．引当率の算出方法 

（ａ）「正常先」の引当 

正常先債権については、１年間を１算定期間とする貸倒実績率を過去３

算定期間算出し、その平均値に将来の予想を踏まえた必要な修正を行った

上で算定された予想損失率によって行います。 

（ｂ）「要注意先」の引当 

要注意先債権については、「要管理先」と「要管理先以外の要注意先」

に区分した上で行います。 

ア.「要管理先以外の要注意先」の引当て 

要管理先以外の要注意先については、１年間を１算定期間とする貸倒実

績率を過去３算定期間算出し、その平均値に将来の予想を踏まえた必要

な修正を行った上で算定された予想損失率によって行います。 

イ.「要管理先」の引当て 

要管理先については、３年間を１算定期間とする貸倒実積率を過去３算

定期間算出し、その平均値に将来の予想を踏まえた必要な修正を行った

上で算定された予想損失率によって行います。 

（ｃ）「破綻懸念先」の引当 

破綻懸念先債権については、原則として個別債務者毎に破綻懸念先に対
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する債権の合理的と認められる今後の一定期間における予想損失額を見積

もり、予想損失額に相当する額を貸倒引当金として計上します。 

ア.債務者や第三者との合意が確認でき、ほぼ確実に損失額を見積もること

ができる債務者については、当該損失見込相当額を個別貸倒引当金とし

て計上します。 

イ.損失額を個別に見積もることが困難な債務者については、３年間を１算

定期間とする貸倒実績率の過去３算定期間平均値に将来の予想を踏まえ

た必要な修正を行った上で算定された予想損失率を、当該債務者に対す

る債権のうち資産自己査定でⅢ分類とされた額に乗じて行います。 

（ｄ）「実質破綻先」及び「破綻先」の償却又は引当 

「実質破綻先」及び「破綻先」に区分された債務者に対する債権のうち

Ⅲ分類ならびにⅣ分類に分類した額は、当該資産自己査定を実施した期に

償却します。ただし、担保物件の処分手続き中、保証人から回収手続き中

等の債務者については、Ⅲ分類ならびにⅣ分類に分類した額を個別貸倒引

当金として計上するものとします。なお、償却または引当てに際してはⅣ

分類額のみを部分直接償却することもできることとしています。 

②不良債権の売却等による処理、回収の方針 

当行では、不良債権の処理については法的整理や担保不動産の任意売却及び貸

倒引当金を計上することを中心に進めてきましたが、担保価値の下落や債務者

の業況悪化に伴う追加引当ても想定されることから、二次ロスを伴わない不良

債権の最終処理が重要な経営課題と認識しています。また、不稼働資産管理に

おける事務コストも大きく、収益管理といった観点からも不良債権をバランス

シート上から切り離す最終処理は重要であるところから主管部である審査管理

二部の組織を強化し、引続き債務者の実態に応じた管理態勢による、不良債権

の早期回収促進に取組んでいます。また、担保価値が極端に低い債権や担保処

分に時間を要し回収が長引くと考えられる債権については、積極的にバルクセ

ールを活用し不良債権の早期処理に取組んでいます。今後とも、不良債権の回

収・整理促進については、本部と営業店の連携を図りながら強力に進めていき

ます。また、リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプ

ログラムの主旨に則った取引先の事業再生に積極的に取組みます。 

 



 

 48 

③債権放棄についての考え方 

地域の金融機関として、債務者の経営支援のための債権放棄については、「取

引先及び株主の利益を損なわないか」、「合理的理由があるか」、「社会的意

義があるか」等の観点から以下の点について慎重な判断が必要と考えています。 

ａ．債権放棄による支援が当該企業の再生に繋がり、企業破綻による社会的損

失を回避できること。 

ｂ．当該企業向け残存債権の回収が、より確実となることにより、当行の損失

が最小限に抑えられる経済的合理性があること。 

ｃ．債権放棄による支援が必要になった当該企業の経営者の経営責任を明確に

すること。 

なお、債権放棄を伴う抜本的な経営再建計画が提出された場合は、その計画の

妥当性、合理性を精査し、また私企業である金融機関の健全性、収益性、合法

性を考慮しつつ、その必要性を厳正に判断します。 

（５）不良債権処理のための方策 

①不良債権のオフバランス化への取組み 

企業の再生と不良債権の最終処理のため、弁護士・公認会計士・税理士等専門家

との連携を密にして取組みを強化しているほか、行内の組織としても、審査管理二

部に審査グループ、管理回収グループ、特別管理グループを配置し、担保不動産の

流動化促進・早期処分、バルクセール、Ｍ &Ａ、分社化等に取組んでいます。更に、

要管理先や破綻懸念先の債務者については、必要に応じて取引先への経営コンサル

タント・弁護士等の紹介、中にはお取引先の要望により人材派遣を行う等きめ細か

な指導管理体制で取引先と一体となり財務改善に取組むことにより債権の健全化

を推進しています。また、破綻先・実質破綻先の債務者については、担保不動産の

流動化を早期に行うため、「担保不動産売却情報システム」等を活用し、債権の回

収を促進すると共に直接償却や債権売却（バルクセール）に積極的に取組みオフバ

ランス化を進めています。 

不良債権のオフバランス化については、これまで貸出金償却、バルクセール、協

定銀行等への資産売却等の手法により、平成１２年度に２３７億円、平成１３年度

に４０８億円、平成１４年度に２８３億円を実施しました。また、その他部分直接

償却は平成１４年度は３９６億円の実績となりました。なお、債権放棄等は実施し

ていません。 
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②要注意債権等の健全債権化及び不良債権の発生防止への取組み 

景気低迷とデフレ現象が続く中で、当行の顧客層にも売上減少に伴う赤字発生な

ど、財務面の悪化が顕著になっています。このような中にあって、地域金融機関の

重要な役割として、現在の顧客層の中で、経営改善等による企業再生が可能と判断

される顧客には、適切な助言や人材派遣等による財務改善・事業再生のための強力

な支援体制を確立することが必要であると認識しています。また、地域金融機関と

して顧客と一体になって経営改善・企業再生に取組むことは、地域内での当行の存

在価値を高め、他行との差別化戦略として当行の営業基盤の拡充につながるものと

考えています。 

（ａ）取引先の経営改善に向けた取組みの状況 

ａ． 取引先企業の債務者区分別の管理体制 

ア．審査管理二部を、『特別管理グループ(特別管理班、経営支援班)』、『審

査グループ』、『管理回収グループ』の３グループ体制として、債務者の

実態を勘案し管理しています。 

イ．『特別管理グループ(特別管理班)』、『審査グループ』は、大口要注意

先を始め、要管理先、破綻懸念先等の問題先を担当しています。債務者毎

の実態把握を行なった上で、弁護士・公認会計士・税理士等のアドバイス

も得ながら、財務面・資金繰り面等の提案・指導を行い、取引先の経営改

善に向けて取組んでいます。 

ｂ．取引先の実態把握、経営改善への助言、業況管理についての取組み 

取引先との面談を通じ、財務内容・営業力や成長性、代表者等役員の収入

状況や資産背景等、企業とその周辺の実態把握を強化し、そこで確認され

た取引先の実態に応じ、以下の取組みを行なっています。 

ア．財務改善指導の実施 

実態を確認後、経営上の問題点・改善事項を洗い出した上で改善計画を立

案し、取引先への提案・指導を行なっています。 

イ．経営健全化スキーム打合せ会の実施(平成１３年１１月より継続実施中) 

監査法人を顧問とした標記打合せ会を平成１５年４月までに１３回開催

し、取引先への財務改善・事業再生指導に関するアドバイスを受けていま

す。 

ウ．大口問題先に対する管理方針と支援スキームの明確化 
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『特別管理グループ(特別管理)』が担当する大口問題先については、個社

別に管理方針を作成し、支援スキームの明確化に向けての取組みを強化し

ています。 

また、『審査グループ』が担当する問題先については、｢早期着手｣・｢迅

速再生｣が特に必要と認められる先を選定し、個社別に管理方針を作成し、

支援スキームの明確化に向けての取組みを強化しています。 

エ．経営コンサルタントの紹介 

財務面、資金繰り面等について、踏み込んだ実態分析と改善に向けた直接

指導を要望する取引先に、専門の経営コンサルタントを紹介しています。 

オ．経営支援班(出向者)による出向先の業況報告会の開催 

２ヶ月に１回のペースで、出向者より業況の推移、業界をとりまく状況に

ついて報告を受けるとともに、状況に応じたアドバイスを行っています。

なお、平成１５年３月末現在の経営支援班の出向先は１２先（１２人）と

なっています。 

ｃ．｢経営支援セミナー｣の開催 

平成１３年１２月より半期に１回のペースで、取引先の経営者を対象に、

経営コンサルタントを講師に招き、｢経営支援セミナー｣を開催しています。

これまで３回開催しましたが、参加者からは「経営改善に取組むことへの

認識が深まった」等の感想が寄せられており、期待した効果があったと評

価しています。 

ｄ．取引先企業の財務改善、事業再生等に向けての取組み事例集の作成 

これまで取組んだ改善事例を事例集として編集のうえ、営業店へ配布し、

営業店でも独自の改善策の提案が出来るように活用を促しています。また、

各階層の集合研修の中でも教材として取りあげる等、取引先企業の業況改

善の為のアドバイスが出来るような人材育成を目指し活用しています。 

（ｂ）今後の活動予定について 

ａ．引続き、取引先の実態把握を行い、経営内容への助言、業況管理について

の取組みを徹底します。 

ア．資金繰り表から営業活動・投資活動・財務活動の、資金源別のキャッシ

ュフローの状況を調査し、資金繰りの実態を把握します。 

イ．経営上の問題点を洗い出し、改善計画の提案・指導を行ないます。 



 

 51 

ウ．改善計画については計画と実績の月次管理を徹底し、進捗状況の実態を

把握します。進捗が思わしくない場合はその原因を追求し、挽回に向けて

の策を検討する等､早期段階での修正が可能な管理体制を整えます。 

ｂ．「経営健全化スキーム打合せ会」の充実 

現在行っている「経営健全化スキ－ム打合せ会」を更に拡充し、現場での

経営改善の相談等に対し様々なアドバイスができるよう営業店の融資担当

者も会合に出席させる等、内容の充実を図っていきます。 

ｃ．「中小企業再生支援協議会」の活用 

当行のみでは困難な様々な経営上の問題点を抱えているお取引先につい

ては、「中小企業再生支援協議会」を活用する等、お取引先と同協議会及

び当行が協調して経営改善に取組みます。 

ｄ．｢経営支援セミナーの開催｣ 

半期に一度開催している取引先のための経営支援セミナーを引続き開催

します。 

ｅ．｢研修会の開催｣ 

取引先の財務内容の改善等に対するアドバイスができるような人材の育

成を図っています。また、債権管理はもちろんのこと、取引先の業況の推

移、資金繰りの状況等も管理できるよう、営業店の管理体制の強化に努め

ます。 

ｆ．｢取引先企業の業況改善、財務改善等に向けての、取組み事例集の作成｣ 

改善に結びついた事例は事例集に追加して編集の上、営業店へ紹介するこ

とで営業店段階でも独自の改善策の立案ができる体制作りを推進していき

ます。 

ｇ．「債権回収に向けた取組みの強化」 

経営改善による企業再建が困難と考えられる顧客については、担保不動産

流動化システムの活用等による担保不動産の早期処分等、債権回収に向け

た早め早めの取組みを行なうことで、回収のスピード化を図ります。 

（６）評価損益の状況と今後の処理方針 

 平成１５年３月末の有価証券の評価損益は、▲４１億円となっています。 

 今後、ポートフォリオの見直しを行い評価損の圧縮を図るとともに、減損処理

基準には該当しないものでも、個別銘柄毎に保有方針を検討した上で売却を行い、
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将来の株価下落リスクの回避を図ります。 

（７）金融派生商品等取引動向 

金融派生商品等の取引は、各種リスクのヘッジを目的としており、今後もこの

方針に変更はありません。 

 なお、金融派生商品等取引動向は、次のとおりです。 

  ○金融派生商品等取引動向（平成１５年３月期末）  （単位：億円） 

 
契約金額・想定元本 

信用リスク相当額 
（与信相当額） 

金利スワップ － － 
先物外国為替 ２０３ ３ 

合  計 ２０３ ３ 
  （注）１．自己資本比率算出ベース 

 
８．地域経済における位置付け 

（１）地域の金融市場における融資比率等 

 当行は、合併以来、金融自由化に備えることと同時に、地域社会への貢献・顧客

の利便性の向上・地域に根差した強固な営業基盤づくり等を目指してきました。 

平成１４年度末現在で熊本県内における貸出金は２３．８％、預金は１９．７％

のシェアとなり、地域金融機関として地元経済に十分貢献しています。 

①熊本県内における貸出金、預金残高及びシェア              （単位：億円、％） 

１３／３月末 １４／３月末 １５／３月末  

残高  シェア 残高  シェア  残高 シェア 

当 行 8,023 22.6 8,069 23.6 7,971 23.8 

地元地銀 14,491 40.9 14,313 41.8 14,555 43.5 

信金・信組・労金 5,429 15.3 5,466 16.0 5,528 16.5 

進出銀行 7,522 21.2 6,387 18.7 5,431 16.2 

貸   

出   

金 合 計 35,465 100.0 34,236 100.0 33,485 100.0 

当 行 10,217 19.9 10,393 19.8 10,519 19.7 

地元地銀 26,581 51.9 27,449 52.3 27,789 52.1 

信金・信組・労金 8,143 15.9 8,142 15.5 8,497 15.9 

進出銀行 6,293 12.3 6,524 12.4 6,563 12.3 

預     

金 

合 計 51,234 100.0 52,510 100.0 53,368 100.0 
（注）進出銀行とは、熊本県以外に本店所在地があり熊本県内に支店等がある銀行 

   (計数はニッキンデータによる)  
 



 

 53 

②県内主要都市における当行の貸出金、預金シェア（平成１５年３月末）（単位：％） 

都 市 名 貸出金シェア 預金シェア 

熊 本 市 ２３．１ ２０．２ 

八 代 市 １８．１ １３．０ 

荒 尾 市 ２５．７ ２１．６ 

玉 名 市 ３７．４ ２３．５ 

本 渡 市 ２４．２ ２１．０ 

人 吉 市 ２８．９ １９．８ 

宇 土 市 ３０．３ ２８．５ 

山 鹿 市 ２２．４ ２３．３ 

菊 池 市 ３１．４ ２７．１ 

 

③熊本県下における店舗状況（平成１５年３月末）              （単位：ヵ店、％） 

業態別 店舗数 シェア 

当 行 ６８ ２０．１ 

都銀・信託 ６ １．８ 

地方銀行 １２６ ３７．３ 

第二地銀 １４  ４．１ 

信金・信組 １２４ ３６．７ 

合 計 ３３８ １００．０ 

（※店舗数には出張所を含む） 

 

④県内ＡＴＭ設置状況                                           （単位：台） 

 １３／３月末 １４／３月末 １５／３月末 

台    数 ２７１ ２６７ ２６７ 

うち店舗外 ９２ ９１ ９２ 

 

⑤年金（平成１５年３月末）                     （単位：人、％） 

    熊本県内年金受給件数 416,328 

    うち当行年金受給件数 71,333 

    当行シェア 17.1 

（熊本県統計年鑑より） 
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⑥県内中小企業等貸出比率（平成１５年３月末）             （単位：先、億円） 

熊本県内総貸出状況(A) 県内中小企業等貸出状況(B) B/A 

貸出先数 貸出金残高 貸出先数 貸出金残高 貸出先数 貸出金残高 

80,710 7,980 80,646 7,723 99.9% 96.7% 

 

⑦県内住宅金融公庫取扱状況（平成１５年３月末）           （単位：件、億円） 

熊本県内(A) 当  行(B) B/A 

取扱件数 金額 取扱件数 金額 貸出先数 貸出残高 

72,209 7,715 19,178 2,294 26.6% 29.7% 

（住宅金融公庫南九州支店より） 

 

⑧県内信用保証協会取扱状況（平成１５年３月末）           （単位：件、億円） 

熊本県内(A) 当  行(B) B/A 

保証件数 残高 保証件数 残高 保証件数 残高 

43,677 3,071 10,784 830 24.6% 27.0% 

  

うち金融安定化資金 

保証件数 残高 保証件数 残高 保証件数 残高 

7,574 449 1,799 120 23.8% 26.7% 

（熊本県信用保証協会より） 

 

⑨収納代理取扱状況（平成１５年３月末）            （単位：件、億円） 

 取扱件数 金 額 

  熊 本 県 181,251 99 

  熊 本 市 1,026,978 200 

  その他県内市町村 122,219 48 

   合  計 1,330,448 347 
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（２）地域経済への貢献 

①地域経済活性化の支援 

当行は、以下のような研究機関や公的施設等に対し、職員の派遣、資金の

出資、出捐等を行い活動を支援しています。 

団体名称 活動内容 当行の支援 

（財）熊本県起業化支援センター 新分野進出を目指す県内

の中小企業を支援 

職員の派遣 

出捐 

（財）熊本開発研究センター 熊本県内の都市及び地域

開発の推進に必要な調

査・研究等を実施 

職員の派遣 

出捐 

（財）グランメッセ熊本 大規模な産業展示場とし

て、県内における情報・

技術の交流を推進し地場

産業の振興を図る 

職員の派遣 

出捐 

くまもとファズ（株） 

地場産業の育成を図るた

め、ＦＡＺ（輸入促進地

域）計画に基づき輸入貨

物の展示販売等を実施 

職員の派遣 

出資 

 
②熊本ファミリーニュービジネスクラブの情報支援サービス 

当行は、平成４年４月の新銀行発足と同時に“熊本ファミリーニュービジ

ネスクラブ”を組織し、地域経済の発展に貢献できるよう、真に経営に役

立つ情報の提供に努めています。このクラブに入会された方には、あらゆ

るテーマの相談にお応えする「ビジネスレポート」を無料で提供するほか、

全国１８０以上の金融機関系ビジネスクラブと約９万社の会員企業とのネ

ットワークが活用できます。平成１５年３月末現在での熊本ファミリーニ

ュービジネスクラブの会員数は１，９９４社となっています。 

ａ．経営戦略セミナーの開催 

 毎年、著名人をお招きし、大規模な経営戦略セミナーを開催しています。

また、さまざまな経営課題（ＩＳＯ、経営の多角化等のテーマ）を取上げ

た、少人数規模のセミナーも随時開催しています。 

 ｂ．お取引先新入社員研修会の開催 

 お取引先の新入社員を対象に毎年、３月から４月にかけて「新社会人と

して必要な心構えや接遇」を指導する研修会を開催し、３００名程が受講
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されています。 

 ｃ．商談会の開催   

 「企業同士の“お見合いの場”を提供し、販路拡大･業務提携等のお役

に立つこと」を目的として平成６年にスタートし、毎年一回開催していま

す。この商談会は“インフォネットフェスティバル”の名称で、当行と熊

本ファミリーニュービジネスクラブ共催のイベントとして地元に定着し、

熊本県、熊本市のほか前回からは九州経済産業局の後援も受け益々盛大に

なりました。会場には、知的所有権、経営全般、貿易投資、産学連携、ベ

ンチャー支援など各種の相談コーナーを設置し、付加価値の高い商談会を

提供しています。 

③熊本経済経営研究所による情報活動 

熊本経済経営研究所は、調査研究成果の還元により地域社会に貢献するこ

とを目的として平成４年に設立しました。活動の内容としては企業景況意

識調査、業界調査、テーマ別調査、経済情報の収集、各種統計指標収集･加

工等を行っており、当行のお客様を始め地元の経済界や、マスコミ等を通

じて広く一般へ情報を提供しています。 

調査レポートの数も企業景況意識調査（４３回）、業界調査（１２回）、

テーマ別調査（１０３回）、経済情報･統計調査（４６回）と、すでに全体

で２０４回を数えています。 

④異業種交流会の開催 

 さまざまな業種の若手経営者の異業種交流会として“社外経営会議”を平

成９年１０月に発足し、本年４月に第６期がスタートしました。この会は、

毎月一回の例会を一年にわたって開催し、出席されたメンバーが互いに自

社の直近の経営課題を披露し他社の経営者と意見を交換したり、専門の講

師より企業経営に関するレクチャーを受ける等活発に活動しています。こ

れまでの延べ参加者数は１５７名になります。 

⑤年金相談会の開催 

当行では、お客様のニーズにお応えするため、年金受給者ならびに受給予

定者を対象とした「年金相談会」を熊本県内各地で開催し、専門の社会保

険労務士と当行の年金デスクスタッフがご相談にお答えしています。相談

会に参加されたお客様からは好評を得ています。 
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⑥地域の福祉・文化活動等の支援 

ａ．「小さな親切」運動熊本県本部の活動 

「明るく豊かな社会を実現しよう」、との「小さな親切」運動の趣旨に

賛同して、平成２年９月に熊本県本部が結成されました。当行は県本部結

成当初より、行内に事務局を設置して運動を推進しています。 

現在は、県内の２つの町村に支部が設立されたほか、多数の企業、個人

の参加を得て、当県における運動の普及に努めています。また、当行の会

員役職員による「小さな親切」の実践活動を通じて、当行のモットーであ

る「地域で一番親切な銀行」を目指しています。「小さな親切」運動の活

動内容は、①「小さな親切」実行章の贈呈、②「小さな親切」の輪を広げ

る運動（県支部の拡充、会員増強、地域活動の支援、あいさつ運動の展開）、

③中央本部の統一実践活動（日本列島コスモス作戦、「小さな親切」作文

コンクール、「小さな親切」はがきキャンペーン）等です。 

ｂ．地域文化の支援 

熊本県の伝統的工芸を振興することを目的として、平成元年に「熊本県

伝統的工芸品産業振興基金」が設立されましたが、当行はこれを助成する

目的で出損を行っています。これは、陶芸や染織など伝統的工芸品の作り

手の技術向上と後継者の育成を目的としたもので、過去１４年間に、多数

の方々への助成が実施されています。 

ｃ．ボランティアへの取組み 

当行は、（財）熊本ＹＭＣＡが企業人のボランティア活動を支えること

を目的に設立した「ＹＭＣＡフィランソロピー協会」に発足時より幹事社

として関わり、ボランティアを求める組織団体に応じて、行員へのボラン

ティア活動や福祉活動等の幅広い情報提供を行うとともに、それらの活動

への行員の参加を促す等、ボランティア活動を通じて地域社会支援及び社

会貢献に役立てています。具体的には、使用済み切手の収集、新入社員ボ

ランティア入門講座、チャリティー駅伝大会、年賀はがき４等切手シート

収集キャンペーンをはじめ各種の活動に積極的に取組んでいます。 
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⑦主な地域イベントに対する支援 

時期 イベント名 活動内容 

平成４年 

～現在 

火の国まつり ボランティアによる支援(イベント

運営等)・「総おどり」に行員参加 

(１００名程度)・運営資金を出捐 

平成５年 
火の国フェスタ・くまも

と’９３ 

熊本ファミリー銀行館を出展し、 

３Ｄ（立体映像）アニメを上映 

平成８年 

～現在 

くまもとお城まつり ボランティアによる支援 

(イベント「時代行列」に参加) 

運営資金を出捐 

平成９年 
男子世界ハンドボール選

手権大会・熊本大会 

ボランティアによる支援 

（大会運営、通訳など） 

平成１１年 
くまもと未来国体 ボランティアによる支援 

（大会運営など） 

平成１４年 

スペシャルオリンピック

ス日本・熊本 

ボランティアによる支援 

「トーチラン熊本」にランナーやス

タッフとして行員参加（１１７名） 

 

⑧その他の地域貢献活動 

活動名 活動期間 

熊本ファミリー銀行旗ママさんバレーボール大会に協賛 平成４年～現在 

熊本県女声合唱フェスティバルに協賛 平成４年～現在 
 

当行は、地元の金融機関として「地域で一番親しみと頼りがいのある銀行」を目指

し、さまざまな企業活動を通じて地域経済の発展に貢献しています。 

 



(図表１－１)収益動向及び計画

15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期

実績 計画 計画 計画 計画

(規模)<資産、負債は平残、資本勘定は末残> (億円)

総資産 12,833 13,019 13,075 13,075 13,075 

貸出金 9,983 10,120 10,189 10,189 10,189 

有価証券 1,463 1,598 1,598 1,598 1,598 

特定取引資産 - - - - -

繰延税金資産<末残> 243 239 229 208 170 

総負債 11,982 12,155 12,207 12,207 12,207 

預金・ＮＣＤ 11,524 11,700 11,749 11,749 11,749 

債券 - - - - -

特定取引負債 - - - - -

繰延税金負債<末残> - - - - -

再評価に係る繰延税金負債<末残> 14 12 11 10 10 

資本勘定計 745 743 750 765 811 

資本金 342 342 342 342 342 

資本準備金 310 310 310 310 310 

その他資本剰余金 - - - - -

利益準備金 37 37 37 37 37 

剰余金　（注） 57 59 67 84 130 

土地再評価差額金 21 18 17 15 15 

その他有価証券評価差額金 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 

自己株式 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 

(収益) (億円)

業務粗利益 301 318 309 320 322 

資金運用収益 327 331 332 332 332 

資金調達費用 34 30 27 25 23 

役務取引等利益 13 15 14 13 13 

特定取引利益 - - - - -

その他業務利益 ▲ 5 2 ▲ 9 0 0 

国債等債券関係損(▲)益 ▲ 6 1 ▲ 9 - -

業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 120 141 132 144 146 

業務純益　　　　　　　　　　　　　　　　 132 132 129 141 145 

一般貸倒引当金繰入額 ▲ 12 9 3 3 1 

経費 181 177 177 176 176 

人件費 99 96 96 95 94 

物件費 71 70 70 70 70 

不良債権処理損失額 61 104 85 75 40 

株式等関係損(▲)益 ▲ 23 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 1 -

株式等償却 25 7 6 1 -

経常利益 35 12 29 56 97 

特別利益 0 0 0 0 0 

特別損失 1 5 5 3 2 

法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0 

法人税等調整額 22 4 10 21 38 

税引後当期利益 12 3 14 31 56 

（配当） （億円、円、％）

配当可能利益 32 33 41 58 103 

配当金総額（中間配当を含む） 10 7 - - -

普通株配当金 3 - - - -

優先株配当金＜公的資金分＞ 4 4 4 4 4 

優先株配当金＜民間調達分＞ 3 3 3 3 3 

１株当たり配当金(普通株) 3 - - - -

配当率（優先株＜公的資金分＞） 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33

配当率（優先株＜民間調達分＞） 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

配当性向 83.33 233.33 - - -

（注）利益剰余金のうち、利益準備金以外のものを記載しています。

59



15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期

実績 計画 計画 計画 計画

(経営指標) （％）

資金運用利回(A) 2.83 2.79 2.78 2.78 2.78

貸出金利回(B) 3.09 3.17 3.16 3.16 3.16

有価証券利回 0.80 0.54 0.47 0.47 0.47

資金調達原価(C) 1.87 1.75 1.72 1.69 1.68

預金利回(含むNCD)(D) 0.28 0.24 0.22 0.20 0.19

経費率(E) 1.57 1.51 1.50 1.49 1.49

人件費率 0.86 0.82 0.81 0.80 0.80

物件費率 0.62 0.59 0.59 0.59 0.59

総資金利鞘(A)-(C) 0.96 1.04 1.06 1.09 1.10

預貸金利鞘(B)-(D)-(E) 1.24 1.42 1.44 1.47 1.48

非金利収入比率 2.66 5.34 1.29 4.06 4.03

ＯＨＲ（経費/業務粗利益） 60.13 55.66 57.28 55.00 54.65
ＲＯＥ（一般貸引前業務純益/資本勘定<平残>） 14.10 16.31 15.20 16.58 16.82

ＲＯＡ （注） 0.96 1.11 1.03 1.12 1.14

（注）15/3月期は（一般貸引前業務純益/総資産<平残>）、16/3～19/3月期は（一般貸引前業務純益/（総資産－支払承諾見返）<平残>）。
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(図表１－２)収益動向（連結ベース）

14/3月期 15/3月期 16/3月期
実績 実績 見込み

(規模)<末残> (億円)
総資産 13,319 13,266 13,458 
貸出金 10,388 10,217 10,357 
有価証券 1,243 1,384 1,511 
特定取引資産 - - -
繰延税金資産 267 243 239 
少数株主持分 0 0 0 
総負債 12,575 12,520 12,714 
預金・ＮＣＤ 11,960 12,087 12,271 
債券 - - -
特定取引負債 - - -
繰延税金負債 - - -
再評価に係る繰延税金負債 15 14 12 
資本勘定計 743 746 744 
資本金 342 342 342 
資本剰余金 310 310 310 
利益剰余金 94 96 97 
土地再評価差額金 21 21 18 
その他有価証券評価差額金 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 
為替換算調整勘定 - - -
自己株式 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0 

(収益) (億円)
経常収益 406 401 400 
資金運用収益 340 328 332 
役務取引等収益 36 34 40 
特定取引収益 - - -
その他業務収益 19 31 22 
その他経常収益 9 6 6 
経常費用 383 363 386 
資金調達費用 49 34 30 
役務取引等費用 16 18 23 
特定取引費用 - - -
その他業務費用 13 41 25 
営業経費 193 184 180 
その他経常費用 110 84 126 
貸出金償却 2 1 23 
貸倒引当金繰入額 65 46 92 
一般貸倒引当金純繰入額 4 ▲ 12 9 
個別貸倒引当金純繰入額 60 58 83 
経常利益 23 37 13 
特別利益 3 2 2 
特別損失 2 3 7 
税金等調整前当期純利益 24 37 8 
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 
法人税等調整額 5 23 4 
少数株主利益 ▲ 0 0 0 
当期純利益 18 13 3 
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(図表２)自己資本比率の推移  …  採用している基準(国内基準)

(単体)　 (億円)

15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期

実績 計画 計画 計画 計画

資本金 342 342 342 342 342 

うち非累積的永久優先株 200 200 200 200 200 

資本準備金 310 310 310 310 310 

その他資本剰余金 - - - - -

利益準備金 37 37 37 37 37 

任意積立金 47 47 51 73 118 

次期繰越利益 6 4 6 6 6 

その他 - - - - -

うち優先出資証券 - - - - -

その他有価証券の評価差損 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 

自己株式 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 

営業権相当額 - - - - -

TierⅠ計 719 718 722 744 789 

(うち税効果相当額) (243) (239) (229) (208) (170)

有価証券含み益 - - - - -

土地再評価益 16 13 13 12 12 

一般貸倒引当金 48 56 56 56 56 

永久劣後債務 - - - - -

その他 - - - - -

Upper TierⅡ計 64 70 69 68 68 

期限付劣後債務・優先株 - - - - -

その他 - - - - -

Lower TierⅡ計 - - - - -

TierⅡ計 64 70 69 68 68 

(うち自己資本への算入額) (64) （70） （69） （68） （68）

TierⅢ - - - - -

控除項目 0 0 0 0 0 

自己資本合計 783 788 791 812 857 

(億円)

リスクアセット 8,983 9,018 9,041 9,017 8,995 

オンバランス項目 8,684 8,748 8,797 8,797 8,797 

オフバランス項目 299 270 244 220 199 

その他 - - - - -

（％）

自己資本比率 8.72 8.73 8.75 9.01 9.53 

TierⅠ比率 8.01 7.96 7.99 8.25 8.77 
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(連結)　 (億円)

15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期

実績 計画 計画 計画 計画

資本金 342 342 342 342 342 

うち非累積的永久優先株 200 200 200 200 200 

資本剰余金 310 310 310 310 310 

利益剰余金 92 91 96 118 164 

連結子会社の少数株主持分 0 0 0 0 0 

うち優先出資証券 - - - - -

その他有価証券の評価差損 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 

自己株式 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2 

為替換算調整勘定 - - - - -

営業権相当額 - - - - -

連結調整勘定相当額 - - - - -

その他 - - - - -

TierⅠ計 720 718 723 744 790 

(うち税効果相当額) (243) （239） （229） （208） （170）

有価証券含み益 - - - - -

土地再評価益 16 13 13 12 12 

一般貸倒引当金 48 56 56 56 56 

永久劣後債務 - - - - -

その他 - - - - -

Upper TierⅡ計 64 70 69 68 68 

期限付劣後債務・優先株 - - - - -

その他 - - - - -

Lower TierⅡ計 - - - - -

TierⅡ計 64 70 69 68 68 

(うち自己資本への算入額) (64) （70） （69） （68） （68）

TierⅢ - - - - -

控除項目 0 0 0 0 0 

自己資本合計 784 788 792 812 858 

(億円)

リスクアセット 8,975 9,018 9,040 9,010 9,000 

オンバランス項目 8,676 8,748 8,796 8,790 8,801 

オフバランス項目 299 270 244 220 199 

その他 - - - - -

（％）

自己資本比率 8.74 8.73 8.75 9.01 9.53 

TierⅠ比率 8.02 7.96 7.99 8.25 8.77 
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(図表６)リストラの推移及び計画

15/3月末 16/3月末 17/3月末 18/3月末 19/3月末

実績 計画 計画 計画 計画

(役職員数)

役員数 (人) 12 12 12 12 12 

うち取締役（（ ）内は非常勤） (人) 8(0) 8(0) 8(0) 8(0) 8(0)

うち監査役（（ ）内は非常勤） (人) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2)

従業員数(注) (人) 1,331 1,255 1,170 1,150 1,130 

(注)事務職員、庶務職員を合算し、在籍出向者を含んでいます。嘱託、パート、派遣社員は除いています。

(国内店舗・海外拠点数)

国内本支店(注) (店) 79 76 74 74 74 

海外支店 (店) - - - - -

(参考)海外現地法人 (社) - - - - -

(注)出張所、代理店、インストアブランチ、払込専門支店、共同利用ＡＴＭ管理専門支店を除いています。

15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期

実績 計画 計画 計画 計画

(人件費)

人件費 (百万円) 9,999 9,697 9,629 9,536 9,496 

うち給与・報酬 (百万円) 6,338 6,095 6,062 6,009 5,975 

平均給与月額 (千円) 334 334 334 334 334 

(注)平均年齢38歳1ヶ月（平成15年3月末）。

(役員報酬・賞与)

役員報酬・賞与(注) (百万円) 159 144 144 146 146 

うち役員報酬 (百万円) 156 141 140 142 142 

役員賞与 (百万円) 3 3 4 4 4 

平均役員(常勤)報酬・賞与 (百万円) 13 12 12 12 12 

平均役員退職慰労金 (百万円) 31 22 22 22 22 

(注)使用人兼務の場合、使用人部分を含みます。なお、利益処分による役員賞与はありません。

(物件費)

物件費 (百万円) 7,165 7,080 7,070 7,063 7,060 

うち機械化関連費用(注) (百万円) 2,381 2,326 2,318 2,313 2,310 

除く機械化関連費用 (百万円) 4,784 4,754 4,752 4,750 4,750 

(注)リース等を含む実質ベースで記載しています。

(人件費＋物件費)

人件費＋物件費 (百万円) 17,164 16,777 16,699 16,599 16,556 
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（図表７）子会社・関連会社一覧（注１）
(単位：百万円）

うち 連結又は
会社名 設立年月 代表者 主な業務 直近決算 総資産 借入金 うち当行分 資本勘定 当行 経常利益 当期利益 持分法の

（注５） （注2） 出資分 別

熊本ファミリービジネス(株) H元/1月 瀬上  哲哉 主に当行に係る受託業務・人材派遣業務 H15/3月 239 － － 167 30 21 13 連結

熊本ファミリー総合管理(株) H9/9月 穴見  憲二 自行担保不動産の競落、保有・管理・売却業務 H14/12月 1,420 － － 153 200 ▲ 11 ▲ 11 〃

熊本ファミリー不動産（株） S62/4月 小山　和令 店舗用不動産の取得賃貸、店舗、寮、社宅の保守管理 H15/3月 4,263 3,678 3,678 23 170 20 44 〃

(株)ケイ・エフ・シー H5/6月 藤原　俊一 コンピュータソフトの開発、システムの運用受託 H15/3月 61 － － 44 10 1 1 〃

(株)熊本カード H元/6月 藤田  則夫 クレジットカード業務、信用保証業務 H15/3月 1,361 1,117 1,117 40 12 18 11 〃

ファミリーカード(株） H2/6月 藤田  則夫 クレジットカード業務、信用保証業務 H15/3月 1,077 774 774 153 356 31 7 〃

(株)熊本総合ファイナンス S57/10月 柴田　祥一 金銭貸付業務 H15/3月 8,556 15,750 15,750 ▲ 7,193 1 ▲ 2,508 ▲ 1,650 〃

※（株）熊本総合ファイナンスは代表清算人を記載しています。

（注１）15/3月期連結決算において対象とされた子会社・関連会社すべてについて記載しています。なお、海外の子会社・関連会社は該当ありません。

（注２）借入金のうち、当行分は保証を含みます。

（注３）子会社・関連会社のうち、経常損失、当期損失、または繰越損失のある会社について、今後の業績見通し、及びグループ戦略上の位置付けについて次のとおり注記します。

会社名 今後の業績見通し及びグループ戦略上の位置付け等

熊本ファミリー総合管理(株）

熊本ファミリー不動産（株） 当行の不動産管理会社で年間10百万円から20百万円の利益を上げられる財務状況です。

平成15年3月期に債務超過は解消済みですが、現状で推移すれば、繰越損失の解消には15年程度かかる見込みです。また遊休資産の売却を進めています。

（株）熊本総合ファイナンス 平成13年5月に特別清算開始が決定し、現在清算業務を進めています。貸付先の民事再生法の申立により貸倒引当金を24億円新たに繰入れました。

（注4）連結範囲に異動がありました。内容は次のとおりです｡

        ※肥後ファミリーファイナンス（株）は平成14年9月期より当行の子会社等より除外しました。

           （参考）肥後ファミリーファイナンス（株）は平成14年6月14日に特別清算終結が決定確定しました。

（注5）連結決算に使用した個別財務諸表の（仮）決算日を記入しています。

当行の不動産担保付き不良債権の早期処理を目的とした自己競落会社で、同業務で発生した損益のうち５％だけが同社に帰属するため業績に大きな変動はありません。
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(図表８)経営諸会議・委員会の状況

会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度
取締役会 頭取 取締役

監査役
人事部
秘書課

月１回
必要があれば
随時

①
②

取締役会規則に定めた事項の決議
取締役会規則に定めた事項の頭取からの報
告とその審議検討

常務会 頭取 頭取
専務
常務
監査役

人事部
秘書課

月１回
必要があれば
随時

①
②

取締役会に付議すべき事項その他の協議
常務会規則に定めた事項の決議

拡大常務会 頭取 各部担当役員（各取
締役部長含む）
執行役員
監査役

人事部
秘書課

月1回 ① 頭取からの第二地方銀行協会例会の報告等

役員会 頭取 本部取締役 人事部
秘書課

原則として毎
週月曜日
必要があれば
随時

① 各担当役員間の業務連絡及び役員間の情
報交換等

監査役会 常勤
監査役

監査役

－

月1回 ① 監査に関する重要事項の協議

経営健全化計画
フォローアップ委員
会

総合企
画部担
当役員

監査法人2社
みずほ総合研究所
全体計画統括部会責
任者
常勤監査役
検査部長
本店営業部長
東京事務所長

総合企画部 ３ヵ月毎
必要があれば
随時

① 健全化計画のフォローアップによる、計画達
成と業務改革に向けた経営層への提言

全体計画統括部会 専務 総合企画部長
市場金融部長
人事部長
総務部長
営業統括部長
支店部長
審査管理一部長
審査管理二部長
事務部長
個人業務部長

総合企画部 月1回
必要があれば
随時

①
②

健全化計画の統括管理
下記の各部会間の関連施策に関する調整
・収益拡大営業推進部会
・資産内容改善部会
・リストラ部会
・業務再構築部会

本部部長会議 総合企
画部長

本部部室長 総合企画部 月１回 ① 本部各部間の業務連絡及び本部各部にまた
がる諸問題の改善等の検討

本部課長会議 企画
課長

本部課長 総合企画部 月１回 ① 本部各部間の業務連絡及び本部各課にまた
がる諸問題の改善等の検討

支店長会議

－

全役員
支店長
本部管理職

総合企画部 半期１回 ① 全行的業務方針の徹底

目的・討議内容
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(図表８)経営諸会議・委員会の状況

会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容
コンプライアンス委
員会

業務管
理部担
当役員

業務管理部長
総合企画部長
検査部長
人事部長
総務部長
営業統括部長
支店部長
事務部長
審査管理一部長
市場金融部長
お客様相談室長

業務管理部 月１回
必要があれば
随時

①

②

③
④
 
 
⑤

⑥
⑦

銀行の社会的責任と公共的使命を認識し、コ
ンプライアンス態勢の確立の推進を行い、ま
た各種法令及び規定等の遵守・徹底を通し
た業務運営の健全化
コンプライアンス態勢の整備・推進に関する
事項
法令等遵守状況の把握、評価に関する事項
コンプライアンスに関する報告事案への対
応、賞罰委員会への付議依頼、本部各部・営
業店の行員に対する指導
不正防止機能の強化、内部管理の徹底に関
する事項
反社会的勢力への組織的対応に関する事項
その他法令等遵守に関する事項

賞罰委員会 専務 専務
常務
人事部長
その他特に命ぜられ
た部課長

人事部 随時 ①

②

就業規則第51条の各号に該当する行為を
行った行員の罰則の決定
就業規則第49条の各号に該当する行員の表
彰の審議

不良債権対策審議
会

審査管
理本部
長

審査管理本部長
業務管理部長
支店部長
人事部長
個人業務部長
検査部長
事務部長
審査管理一部長
審査管理二部長
担当審査役

審査管理二部 半期１回
必要があれば
随時

①

②

③

新規発生の破綻先・実質破綻先及び償却債
権について、原因究明・責任の所在の明確
化と対策の検討
上記に関係した当事者に対する処置の審議
と「賞罰委員会への付議」の検討
審議議案を参考とした行員の教育・指導

不良債権発生防止
委員会

審査管
理二部
長

審査管理本部長
業務管理部長
業務管理部副部長
審査管理一部長
審査管理二部長
担当審査役

審査管理二部 月１回 ① 資産内容の健全化と不良債権の発生防止の
ための過去の倒産の原因・顧客管理体制・
財務分析等の検討と、営業店の融資取組み
姿勢や本部審査への反映

現金事故処理委員
会

事務部
長

事務部長
及び頭取が任命した
委員

事務部 半期１回
必要があれば
随時

① １件３，０００円以上の現金不足事故の最終
処理の決定

事務事故金処理委
員会

事務部
長

事務部長
及び頭取が任命した
委員

事務部 半期１回
必要があれば
随時

① 事務事故及び事務ミスによる事故金の清算
を行うための立替金の処理

ＡＬＭ委員会 専務 下記担当役員及び部
長
総合企画部
営業統括部
市場金融部
審査管理一部

総合企画部 月１回 ①

②

③

流動性リスク・市場リスクの現状分析と対応
策の検討
資産・負債の総合的シミュレーションによる将
来の収益予測
下部組織の作業部会として資金会議の設
置・運営

機械化投資委員会 事務部
担当役
員

総合企画部長
事務部長
人事部長
総務部長
営業統括部長
市場金融部長
個人業務部長

総合企画部 半期１回
必要があれば
随時

①

②

営業戦略上必要な中長期の機械化投資の
検討
営業店・本部のシステム機器、事務機器の導
入・入替を含めた翌期以降の機械化投資計
画の策定

ペイオフ対策委員
会

専務 営業統括本部担当役
員
事務部担当役員
営業統括部長
事務部長
総合企画部長

総合企画部 随時開催 ① ペイオフ対策、名寄せ整備・システム対応の
進捗管理
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（図表10-2）貸出金の推移

(残高) (億円)

15/3月末 16/3月末

実績 計画

(A) (B)

10,003 9,929 

6,843 6,762 

個人向け貸出（事業用資金を除く） 2,667 2,730 

その他 493 437 

海外貸出 - -

合計 10,003 9,929 

(注)中小企業向け貸出とは、資本金又は出資金３億円(但し、卸売業は１億円、小売業・飲食業・サービス業は

50百万円)以下の法人または常用する従業員が300人(但し、卸売業・サービス業は100人、小売業・飲食

業は50人)以下の法人向け貸出（個人に対する事業用資金を含む）を指す。ただし、当社の連結子会社・

持分法適用会社向け貸出を除く。

(増減額・実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因考慮後)
（億円）

15/3月期 16/3月期

実績 計画

(注) (B)-(A)+(ｱ)

▲ 99 58 

58 51 

(注)履行状況報告書の図表10-1より引用。

(実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因）
(億円 、(　)内はうち中小企業向け貸出)

15年度中

計画

(ｱ)

不良債権処理

貸出金償却（注１）

部分直接償却実施額（注２）

ＣＣＰＣ（注３）

協定銀行等への資産売却額(注４)

上記以外への不良債権売却額

その他の処理額（注５）

債権流動化(注６)

私募債等（注７）

子会社等（注８）

計 132 (132)

(注１)無税化（法人税基本通達９－６－１、９－６－２、９－４－１、９－４－２）を事由とする直接償却額。

(注２）部分直接償却当期実施額。

(注３)共同債権買取機構に売却した債権に関する最終処理額。

(注４)金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却額。

(注５)その他の不良債権処理による残高減少額。

(注６)主として正常債権の流動化額。

(注７)私募債の引受等、実質的に貸出と同様の信用供与が行われているものの取組額。

(注８)連結子会社・持分法適用会社向け貸出のうち、中小企業向け信用供与の円滑化に資するもの。

国内貸出

中小企業向け貸出

国内貸出

中小企業向け貸出（注）
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（図表１２）リスク管理の状況
当期における改善等の状況

信用リスク ［規定・基本方針］
「信用リスク管理基本方針」 ・ 各種研修会において、クレジットポリ
「信用リスク管理規則」 シー並びに信用リスク管理に関して徹
信用リスクを適正に把握し、必要なリスク管理 底
体制の確立を行い、資産内容の健全性、収益
性を向上させることを目的とする。

［体制・リスク管理部署］
信用リスク管理担当部門は、相互牽制機能を
確保し、適切なリスク管理体制を構築するため、
営業推進部門と分離し、当行と連結対象子会
社及び持分法適用会社とを、法令等に抵触し
ない範囲で、一体として管理するリスク管理体
制を目指している。
（主管部署）審査管理一部、審査管理二部
（統括部署）業務管理部

［リスク管理手法］
①信用リスクの計量化
ローンポートフォリオ・システムを活用し、企業格
付別のデフォルト率と回収率による予想損失額
等のシミュレーションを行う。

②企業信用格付
年二回「信用リスク判定の尺度」となるべく債務 ・ 統計的スコアリング手法を用いた信用
者の返済能力に主眼を置き、企業格付スコアリ 格付けシステムを構築中。平成15年7月
ング表と取引判定表により格付を実施する。 より運用開始予定
格付の実施にあたっては、別途定める企業信用
格付基準書に基づき厳正に実施する。

③与信プロセス管理（融資先中間管理の徹底） ・ 「借入申込額の妥当性」と「決算書の
・ 財務、資金繰りに関する管理強化 信憑性及び粉飾決算の排除」を目的と
・ 自己査定、格付にリンクした取引方針の明確化 して取組チェック表を改訂
・ 営業店における店内融資協議制度の充実
・ 要注意先に対する管理強化
・ 延滞管理の指導強化
・ 特別管理先の指導強化 ・ 経営支援策として1社へ人材派遣を実施
・ 人材の育成 合計14社に対して人材支援中

④与信ポートフォリオ管理
特定の業種、特定のグループに対する与信の
集中によるリスクを回避するため、当行クレジット
ポリシーに基づき、管理すべき範囲を定め適切な
ポートフォリオ管理を行う。

マーケットリスク ［規定・基本方針］
「市場リスク管理基本方針」
「市場リスク管理規則」
適切な運用の為のリスクの把握、検討を目的とする。

［体制・リスク管理部署］
（主管部署）市場金融部
（統括部署）業務管理部
（検討機関） ＡＬＭ委員会

［リスク管理手法］
規則に基づく時価評価、ＢＰＶ、ＶＡＲ分析等リスク ・ 株式等のリスク管理として報告体制
量の計測、検討組織への報告、対応策の検討。 を強化
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（図表１２）リスク管理の状況
当期における改善等の状況

流動性リスク ［規定・基本方針］
「資金繰りリスク管理基本方針」 ・ 「短期資金運用・調達及び外国為替市場
「資金繰りリスク管理規則」 取引規則」の一部改正
資金運用・調達構造に即した適切かつ安定的な
資金繰りを行うことを目的とする。

［体制・リスク管理部署］
相互牽制確保のため資金繰り管理部門とリスク
管理部門を分離した組織体制とする。
（主管部署）市場金融部
（統括部署）業務管理部

［リスク管理手法］
資金繰り精度を向上させ資金繰りの逼迫度を
明確化し、状況に応じた対応を図る。

カントリーリスク ［規定・基本方針］
①債券投資　  「信用リスク管理規程」
②与信　　　　「信用リスク管理規則」
カントリーリスクを適正に把握し、必要なリスク
管理体制の確立を行い、資産内容の健全性、収益
性を向上させることを目的とする。

［体制・リスク管理部署］
①債券投資
（主管部署）市場金融部
（統括部署）業務管理部
②与信
（主管部署）審査管理一部、審査管理二部
（統括部署）業務管理部

［リスク管理手法］
①債券投資
格付、カントリーリスクランキングに基づく管理
②与信
信用リスク管理の中での管理

オペレーショナル
リスク

（EDPリスク含む） ［規定・基本方針］
①「事務リスク」 「事務リスク管理基本方針」

「事務リスク管理規則」
事務リスクを適正に把握し、評価・検証すること
により事務管理体制および事務処理能力の向上等
を図り、事務事故・トラブル・不正等の防止を目
的とする。

[体制・リスク管理部署] ・ 店内検査・部内検査作業表を改正
（主管部署）事務部
（統括部署）業務管理部

[リスク管理手法]
・営業店の指導・研修等 ・ 内務役席研修を実施（１３７名）
・緊急時（システム等障害時）の対応等 ・ 事務部トレーニーを実施（３８名）
・苦情・トラブル等への対応等 ・ 営業店一般監査（６３ヶ店）
・不正・不祥事件への対応等 ・ 営業店機動監査（５６ヶ店）
・内部監査・店内検査等 ・ 本部各部監査（１３部署）

・ 連結対象子会社等監査（６社）
・報告された事務ミスを協議・改善する組織と
  して「事務管理検討小部会」を定期的に開催
・事務リスク削減のための事務規程等の整備 ・ 出納事務規則の改正

・ 事務取扱要領の一部改正（手数料改正等）
・ マル優改定への対応
・ 本人確認法への対応
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（図表１２）リスク管理の状況
当期における改善等の状況

オペレーショナル [規定・基本方針]
リスク 「システムリスク管理基本方針」 ・ セキュリティーポリシーの位置付けを

（EDPリスク含む） 「システムリスク管理規則」 明確化
②「システム 情報資産を重要な経営資源として認識し、情報

リスク」 資産をさまざまな脅威（故障・誤作動・災害・不正
使用等）から保護し予想されるリスクの回避・極
小化を目的とする。

[体制・リスク管理部署]
（主管部署）事務部 ・ リスク管理体制に基づいた各管理者の任
（統括部署）業務管理部 命簿を調整

[リスク管理手法] 　
・保護されるべき情報資産、および管理すべきリ ・ セキュリティポリシーを制定
　スクを定め「セキュリティー管理体制」、「システ ・ セキュリティスタンダード案を策定
　ム管理体制」、「データ管理体制」等、また、企 ・ 電算機取扱要領、ﾊﾟｿｺﾝ取扱要領を見直し
　画・開発・運用における相互牽制を明確にし、 ・ ウイルス対策指導徹底
　障害・防犯・防災・不正使用・不正利用の防止
　等の対策を制定。

・オンライン障害等の非常時対応用の「コンティン
　ジェンシープラン」を制定。

・システム障害の報告制度 ・ 報告制度に基づき継続実施中

・ＳＢＫ内部検査・外部検査の報告制度 ・ 金融庁より発出された「システム統合リス
ク管理態勢の確認検査チェックリスト」に
基づいたリスク管理体制の点検の実施

法務リスク ［規定・基本方針］
「コンプライアンスに関する基本方針」 ・ 平成14年度コンプライアンス･プログラム
「コンプライアンスに関する遵守基準」 を制定･実施
「コンプライアンス運用規則」 ・ 「コンプライアンス･マニュアル」の行動
「コンプライアンス委員会規則」 規範等を一部改正
「取締役コンプライアンス規則」
「リーガル・チェック実施規則」

［体制・リスク管理部署］
・コンプライアンス委員会 ・ コンプライアンス委員会を毎月定例実施
・（統括部署）業務管理部
・本部各部･営業店にコンプライアンス責任者、
　コンプライアンス担当者を配置

［リスク管理手法］
・コンプライアンス責任者･担当者による各部･店 ・ 「コンプライアンス･マニュアル」の徹底
　における啓蒙･教育、モニタリングの実施 等のため､全店でコンプライアンス勉強会
・統括部署によるコンプライアンス･マニュアル を毎月定例実施
　徹底の指導、法令等遵守状況の一元管理等 ・ 検査部の一般監査･機動監査の効果的な運
・検査部による各部･店の内部監査の実施 用により牽制機能を強化
・法令等違反事案はコンプライアンス委員会で ・ チェックシートによる営業店の自己チェッ
　協議し、取締役会等へ報告 クを実施
・銀行業務の適法性確保の為、新業務･新商品
　等をリーガル・チェック実施規則に基づきチェ
  ック
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（図表１２）リスク管理の状況
当期における改善等の状況

レピュテ－ショナル［規定・基本方針］
リスク 種々の緊急事態の発生による風評や当行の経営 ・ 適時適正なニュースリリースによる

内容が誤って伝えられること等により、当行の 情報の提供
経営にとってマイナスの影響及び直接・間接を ・ ＨＰ掲載内容の的確・迅速な更新
問わず不測の損失を回避する。 ・ 適時開示情報のＨＰへの掲載

・ ディスクロージャーの内容充実
・ ミニディスクロの適時発行

［体制・リスク管理部署］
（主管部署）広報室
（統括部署）業務管理部

［リスク管理手法］
・新聞（全国、地方等７紙）記事チェック（毎日）
・各種雑誌等の金融関連記事のチェック（適宜）
・インターネットの検索エンジンによるチェック等
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(図表13)金融再生法開示債権の状況
(億円)

14/3月末 14/3月末 15/3月末 15/3月末
実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

350 376 314 365 

危険債権 757 758 670 672 

要管理債権 274 274 253 253 

小計 1,382 1,409 1,238 1,291 

正常債権 9,432 9,389 9,290 9,252 

合計 10,815 10,799 10,529 10,543 

引当金の状況

(億円)

14/3月末 14/3月末 15/3月末 15/3月末
実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

一般貸倒引当金 60 60 48 48 

個別貸倒引当金 182 210 145 197 

特定海外債権引当勘定 - - - -

貸倒引当金　計 243 271 193 245 

債権売却損失引当金 3 3 4 4 

特定債務者支援引当金 - - - -

小    計 246 274 197 250 

特別留保金 - - - -

債権償却準備金 - - - -

小    計 - - - -

合　　計 246 274 197 250 
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(図表14)リスク管理債権情報
（億円、％）

14/3月末 14/3月末 15/3月末 15/3月末
実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破綻先債権額(A) 203 143 139 173 

延滞債権額(B) 873 955 815 828 

３か月以上延滞債権額(C) 9 10 7 9 

貸出条件緩和債権額(D) 265 265 245 245 

①金利減免債権 7 7 7 7 

②金利支払猶予債権 0 0 0 0 

③経営支援先に対する債権 - - - -

④元本返済猶予債権 258 258 238 238 

⑤その他 - - - -

合計(E)=(A)+(B)+(C)+(D) 1,351 1,374 1,208 1,257 

部分直接償却 256 159 395 273 

比率　　(E)/総貸出 12.97 13.23 11.82 12.30 
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(図表15)不良債権処理状況

(単体) (億円)

14/3月期 15/3月期 16/3月期

実績 実績 見込み

不良債権処理損失額(Ａ） 59 61 104 

個別貸倒引当金繰入額 57 58 82 

貸出金償却等(Ｃ) 1 0 22 

貸出金償却 0 0 0 

ＣＣＰＣ向け債権売却損 - - -

協定銀行等への資産売却損(注) - - 1 

その他債権売却損 - 0 0 

債権放棄損 - - 21 

債権売却損失引当金繰入額 0 1 0 

特定債務者支援引当金繰入額 - - -

特定海外債権引当勘定繰入 - - -

一般貸倒引当金繰入額(Ｂ) 5 ▲ 12 9 

合計(A)＋(B) 65 49 113 

<参考>

貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ) 72 61 30 

グロス直接償却等(Ｃ)＋(Ｄ) 74 61 52 

(連結) (億円)

14/3月期 15/3月期 16/3月期

実績 実績 見込み

不良債権処理損失額(Ａ） 63 62 107 

個別貸倒引当金繰入額 59 58 83 

貸出金償却等(Ｃ) 2 2 24 

貸出金償却 2 1 2 

ＣＣＰＣ向け債権売却損 - - -

協定銀行等への資産売却損(注) - - 1 

その他債権売却損 0 0 0 

債権放棄損 - - 21 

債権売却損失引当金繰入額 0 1 0 

特定債務者支援引当金繰入額 - - -

特定海外債権引当勘定繰入 - - -

一般貸倒引当金繰入額(Ｂ) 4 ▲ 12 9 

合計(A)＋(B) 68 50 116 

<参考>

貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ) 120 62 32 

グロス直接償却等(Ｃ)＋(Ｄ) 123 63 56 

(注）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第５３条で定められた協定銀行等への債権売却損。
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(図表18)評価損益総括表（平成１5年3月末、単体）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 122 ▲ 0 0 1 

債券 87 ▲ 0 0 1 

株式 - - - -

その他 35 ▲ 0 - 0 

金銭の信託 - - - -

有価証券 7 - - -

債券 - - - -

株式 7 - - -

その他 - - - -

金銭の信託 - - - -

有価証券 1,262 ▲ 41 4 45 

債券 1,076 1 3 2 

株式 155 ▲ 33 0 34 

その他 29 ▲ 8 - 8 

金銭の信託 - - - -

その他 (億円)

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

134 96 ▲ 38 1 39 

12 8 ▲ 3 － 3 

－ ▲ 1 ▲ 1 － 1 

(注１)「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価を平成１０年３月に実施しています。

(注２)デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含んでいます。

その他不動産

その他資産(注２)

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他

事業用不動産（注１）
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(図表18)評価損益総括表（平成１5年3月末、連結）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 122 ▲ 0 0 1 

債券 87 ▲ 0 0 1 

株式 - - - -

その他 35 ▲ 0 - 0 

金銭の信託 - - - -

有価証券 - - - -

債券 - - - -

株式 - - - -

その他 - - - -

金銭の信託 - - - -

有価証券 1,263 ▲ 41 4 45 

債券 1,076 1 3 2 

株式 154 ▲ 33 0 34 

その他 29 ▲ 8 - 8 

金銭の信託 - - - -

その他 (億円)

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

174 113 ▲ 61 1 63 

12 8 ▲ 3 － 3 

－ ▲ 1 ▲ 1 － 1 

(注１)「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価を平成１０年３月に実施しています。

(注２)デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含んでいます。

その他不動産

その他資産(注２)

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他

事業用不動産（注１）
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